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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

笠間市では、平成 27 年４月に施行された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の

一部を改正する法律」において、教育委員会制度の見直しや地方公共団体における大綱策定

が義務付けられたことを受け、平成 28 年５月、本市の教育の指針となる「笠間市教育施策

大綱」を策定しました。 

平成 29 年度を初年度とする「第２次笠間市総合計画」の策定に合わせ、今後取り組むべ

き教育行政施策を総合的・計画的に推進するとともに、「笠間市教育施策大綱」で示した教

育施策の基本的な方向性と施策の方針に対応する具体的な取組を明らかにするため、新たに

「笠間市教育振興基本計画」を策定するものです。 

 

２ 計画の位置付け及び構造 

（１）計画の位置付け 

本計画は、国の「第２期教育振興基本計画」や県の「いばらき教育プラン」と照らし合わ

せ、本市の教育振興に関する基本的な計画として策定するものであるとともに、「第２次笠

間市総合計画」の教育に関する分野を担うものです。 

 

第２次笠間市総合計画
（平成29年度～平成38年度）

笠間市創生総合戦略
（平成27年度～平成31年度）

■関連個別計画

●笠間市立学校適正規模・適正配置基本計画

●笠間市スポーツ振興計画

●第二次笠間市子ども読書活動計画 等

笠間市教育施策大綱
（平成28年度～平成32年度）

■

分
野
別
計
画

●
笠
間
市
障
害
者
計
画
・
障
害
福
祉
計
画

●
笠
間
市
高
齢
者
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画

笠間市教育振興基本計画
（平成29年度～平成33年度）

笠
間
市
第
２
次
地
域
福
祉
計
画

（
平
成

年
度
～
平
成

年
度
）

25

29

笠
間
市
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画

（
平
成

年
度
～
平
成

年
度
）

27

31

第
２
次
笠
間
市
地
域
福
祉
活
動
計
画

（
平
成

年
度
～
平
成

年
度
）

27

31

連携

社
会
福
祉
法
人

笠
間
市
社
会
福
祉
協
議
会

策
定

笠
間
市
健
康
づ
く
り
計
画

（
平
成

年
度
～
平
成

年
度
）

■

関
連
個
別
計
画

●
母
子
保
健
計
画

●
歯
科
保
健
計
画

●
健
康
増
進
計
画

●
食
育
推
進
計
画

29

33
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（２）計画の構造 

第２次笠間市総合計画の構造は、「将来ビジョン（基本構想）」、「施策アクションプラン」、

「事業アクションプラン」の３層構造で成り立っており、笠間市教育施策大綱においては、

「教育目標」、「施策の基本方向（３つの人づくり）」を第１階層、「施策の方針（６の施策）」、

「２３の小施策」を第２階層と位置付けています。さらに、基本計画では、大綱の第１階層、

第２階層と整合性を図るとともに、平成 27 年度に策定した「笠間市創生総合戦略」に基づ

く事業を「事業アクションプラン」のひとつに位置付け、施策を実現するための具体的な事

務事業を第３階層として策定しています。  

 

   第２次総合計画   笠間市教育施策大綱  笠間市教育振興基本計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

計画期間は平成 29 年度から平成 33 年度までの５年間とします。 

ただし、計画期間中であっても、上位計画の見直しや社会状況の大きな変化が生じた場合

は、適宜見直しを行うものとします。 

 

平成 28 

年度 

平成 29 

年度 

平成 30 

年度 

平成 31 

年度 

平成 32 

年度 

平成 33 

年度 

平成 34 

年度 

平成 35 

年度 

平成 36 

年度 

平成 37 

年度 

平成 38 

年度 

           

  第２次笠間市総合計画 

           

笠間市教育施策大綱 

（適宜見直し） 
第２次笠間市教育施策大綱 ･･･ 

           

 笠間市教育振興基本計画 
（適宜見直し） 

第２次笠間市教育振興基本計画 

           

 

 

将来ビジョン
【政策】10年

施策アクションプラン
【施策】前期5年/後期5年
（基本方針・目標）

事業アクションプラン
【事務事業】毎年度見直し

（事務事業の計画）

重点プロジェクト（地方創生）

◎笠間市創生総合戦略

事業アクションプラン
（事務事業の計画）
５３の施策の項目

ひと

ものまち

施策の基本方向
（３の人づくり）

教育目標

施策の基本方向
（３の人づくり）

教育目標

施策の方針
（６の施策）

（２３の小施策）

施策の方針
（６の施策）

（２３の小施策）
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第２章 笠間市の現状と課題 

１ 時代潮流と社会情勢 

わが国では少子高齢化が進行し、急激な高齢者人口の増加と生産年齢人口の減少による社

会全体の活力の低下が課題となっています。 

また、グローバル化の進展や急速な科学技術・ＩＣＴの発展などにより、国際競争が激化

する一方で、人・モノ・金・情報などが国境を越えて交流し、あらゆる分野で世界との結び

つきを強めるなど、日本を取り巻く社会環境は大きく変化しています。 

家庭や地域においては、価値観やライフスタイルの多様化、核家族化など家族のあり方の

変容、地域の支え合いやつながりの希薄化が進んでいます。 

国は平成 18 年、60 年ぶりに教育基本法を改正し、「人格の完成」や「個人の尊厳」な

ど、普遍的な理念を継承しつつ、上記に挙げる現代的な課題を踏まえ、知・徳・体の調和が

とれた人間の育成をはじめ、自立性や主体性、国際社会を生きる日本人の育成を目指すこと

としています。 

この理念の実現に向けて、政府の教育に関する総合的な計画として平成 20 年に初めての

「教育振興基本計画」が策定されています。その後、社会の活力の低下、日本の国際的な存

在感の低下などの問題が一層顕在化・加速化した危機的な状況にあるとして、それらの危機

を乗り越え、日本の強みを活かし、持続可能な社会を構築するための方向性として、平成

25 年に「第２次教育振興基本計画」を策定し、「自立」「協働」「創造」の３つの理念の実

現に向けた生涯学習社会の構築を目指すこととしています。 

茨城県は、少子高齢化、グローバル化や科学技術等の急速な進歩などの社会の急速な変化

に加え、子どもの社会性、規範意識の低下、基本的生活習慣の乱れ、過保護・過干渉による

子どもたちの自主性・自立性の欠如によるさまざまな問題の発生を大きな課題としています。

平成 28 年４月には、それらの課題に対応する「いばらき教育プラン」を策定し、「一人一

人が輝く 教育立県を目指して～子どもたちの自主性・自立性を育もう～」を基本テーマに、

社会全体で子どもたちを守り育てる体制の構築と「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」

のバランスのとれた子どもたちの育成を目指しています。 

笠間市では、人口減少・少子高齢化の一層の進行や公共施設の老朽化対策、財政状況など

厳しさを増す社会経済情勢を踏まえ、市の最上位計画である「第２次笠間市総合計画」を策

定し、併せて「笠間市教育施策大綱」と整合性を図った「笠間市教育振興基本計画」を策定

しました。「笠間市教育振興基本計画」では、市を取り巻く困難な状況を乗り越え、市の未

来を支える子どもたちや市民を育むため、「３つの人づくり」として、知性を高め個性を伸

ばすことで人や社会のために「役に立つ」人、地域を愛し支える「郷土を愛する」人、豊か

な感性を持ち力強く生き抜く「心身ともに健康な」人の育成を目指し、笠間市のあらゆる教

育の振興を図ります。 
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２ 笠間市を取り巻く現状 

（１）笠間市の人口の推移 

本市の総人口は、平成 12 年の 82,358 人をピークに減少に転じて以降減少が続き、平

成 28 年には 76,411 人となっています。 

年齢３区分別人口（～14 歳の年少人口、15～64 歳の生産年齢人口、65 歳以上の老年

人口）の割合をみると、一貫して老年人口は増加、年少人口は減少を続けており、本市にお

いても少子高齢化が進行していることがわかります。 

 

笠間市の総人口・年齢３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

笠間市の年齢３区分別人口割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15,036 13,904 12,481 11,368 10,268 10,202 9,921 9,711 9,517 9,251 9,252

52,230 54,073 54,757 53,077
49,901 49,729 48,938 47,838 46,905 45,466 44,838

10,475 12,926 15,117 17,028
19,015 19,025 19,367 20,100 20,777 21,713 22,012

76,41177,782 80,903 82,358 81,497 79,409 79,181 78,451 77,874 77,424 76,739

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

平成2 7 12 17 22 23 24 25 26 27 28年

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳～） 総人口

人

資料：平成2～22・27年は国勢調査、平成23～26・28年は茨城県常住人口調査（総数は年齢不詳を含む）

        国勢調査は各年10月1日現在、茨城県常住人口調査は各年4月1日現在

12.1% 12.1%

67.1% 66.8% 66.5% 65.1% 62.8% 62.8% 62.4% 61.4% 60.6% 59.5% 58.7%

13.5% 16.0% 18.4% 20.9% 23.9% 24.0% 24.7% 25.8% 26.8% 28.4% 28.8%

19.3% 17.2% 15.2% 13.9% 12.9% 12.9% 12.6% 12.5% 12.3%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成2 7 12 17 22 23 24 25 26 27 28年

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳～）

資料：平成2～22・27年は国勢調査、平成23～26・28年は茨城県常住人口調査（総数は年齢不詳を含む）

        国勢調査は各年10月1日現在、茨城県常住人口調査は各年4月1日現在
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（２）笠間市の学校教育の現状 

① 児童生徒数の推計 

本市の児童生徒数を推計した結果、今からおよそ 10 年後の平成 38 年には、現在よりも

２割程度減少するものと予想されています。 

本市では、「笠間市創生総合戦略」における人口の目標を定めた「笠間市人口ビジョン」

の中で出生率の向上を目指していますが、長期的には市の人口は今後も緩やかに減少してい

くことが予測されており、児童生徒数についても減少傾向が続くと考えられます。 

 

笠間市の小中学校児童生徒数の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 幼稚園・認定こども園・保育所（園）・小学校・中学校 

ア．幼稚園・認定こども園・保育所（園） 

本市の幼稚園・認定こども園・保育所（園）数は、平成 2８年度で 17 園、児童数は 2,139

人となっています。園数の内訳は、幼稚園 2 園（公立 1・私立１）、認定こども園 8 園（公

立 1・私立７）、保育所（園）7 施設（公立 3・私立 4）です。公立幼稚園と公立保育所の

認定こども園への移行により、平成 29 年度には幼稚園１園（私立１）、認定こども園９園

（公立２・私立７）、保育所（園）６施設（公立２・私立４）の 16 園となっています。 

 

市内の幼稚園・認定こども園・保育所（園）数と児童数の推移 
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資料：笠間市立小中学校適正配置実施計画
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資料：茨城県統計課「学校基本調査結果報告書」(～平成 27 年) 

                    子ども福祉課 

注）幼稚園・認定こども園は、平成 27 年までは 5 月 1 日現在、平成 27 年からは 4 月 1 日現在     

保育所（園）は各年 4 月 1 日現在 
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イ．小学校 

本市の小学校児童数は減少を続けており、平成 28 年度で 3,701 人となっています。そ

れに伴い、平成 27 年度より３校が統合され、学校数は 11 校、学級数も 150 学級に減少

しています。 

市内の小学校数・学級数と児童数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ．中学校 

本市の中学校生徒数は、平成 25 年度まで減少傾向にありましたが、平成 26 年度以降は

横ばいであり、平成 28 年度は、2,100 人となっています。平成 27 年度より１校が統合

され、学校数は６校、学級数は 70 学級となっています。 

 

市内の中学校数・学級数と生徒数の推移 
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資料：茨城県統計課「学校基本調査結果報告書」
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資料：茨城県統計課「学校基本調査結果報告

書」
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③ 学力の状況 

全国学力・学習状況調査は、義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国

的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、その結果を児童生徒の指導や学習状況の改

善に役立てるために毎年実施されている調査です。 

本市の平成 21 年度からの総合平均正答率の推移をみると、年度によるばらつきはあ

るものの、小学校については全国平均を上回り、中学校については下回る状況が続いて

いることが分かります。 

全国学力・学習状況調査総合平均正答率の推移（小学校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国学力・学習状況調査総合平均正答率の推移（中学校） 

 

 

 

 

 

※ 平成 23 年度は、東日本大震災のため未実施 

小学校 単位：％

区分 平成21 22 24 25 26 27 28年度

笠間市 62 .3 73 .7 67 .4 60 .6 68 .0 64 .6 65 .9

茨城県 62.6 70.9 67.5 62.4 68.2 64.6 64.5

全国 63.5 71.2 66.1 61.9 66.2 63.3 63.9

県との比較 ▲ 0.3 2.8 ▲ 0.1 ▲ 1.8 ▲ 0.2 0.0 1.4

全国との比較 ▲ 1.2 2.5 1.3 ▲ 1.3 1.8 1.3 2.0

資料：全国学力・学習状況調査

中学校 単位：％

区分 平成21 22 24 25 26 27 28年度

笠間市 68 .0 64 .5 63 .0 60 .6 65 .2 59 .1 59 .3

茨城県 67.7 62.2 61.0 62.9 64.1 60.7 62.9

全国 67.8 62.1 60.2 62.3 64.4 60.1 62.1

県との比較 0.3 2.3 2.0 ▲ 2.3 1.1 ▲ 1.6 ▲ 3.6

全国との比較 0.2 2.4 2.8 ▲ 1.7 0.8 ▲ 1.0 ▲ 2.8

資料：全国学力・学習状況調査
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④ 生活・学習の状況 

全国学力・学習状況調査の生活・学習状況の結果をみると、小学校では「今住んでいる地

域の行事に参加している」「地域や社会で起こっている問題や出来事に関心がある」「家で、

学校の授業の復習をしている」で、全国・茨城県の結果を上回っています。 

中学校については、いずれの項目も概ね全国・茨城県の結果と同程度となっています。 

生活・学習状況にかかる質問紙調査の結果（平成 27 年度） 
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資料：平成27年度 全国学力・学習状況調査
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（３）笠間市の生涯学習・スポーツ振興の現状 

① 生涯学習関連施設の設置状況 

公民館や図書館など生涯学習施設のほか、美術館・資料館、文化施設、農業体験施設があ

ります。歴史資料を保存する３つの資料館のなかでも、歴史民俗資料館はそれ自体が国の登

録有形文化財に登録されているなど、非常に珍しいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

② 市立公民館の利用状況 

公民館は、社会教育施設として、地域の歴史・文化・自然・健康づくりなど、さまざまな

講座や講演会を開催することによって、市民同士が学びあい、教えあう相互学習などを通じ

て市民の教養の向上や課題の解決、健康増進を図り、つながりを作る役割を果たしています。 

市内には、公民館が３館と地区公民館が 13 館、利用登録団体は約 220 団体あり、利用

者は年間約 18 万人です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習関連施設の設置状況 
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31,033
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人

資料：笠間公民館

市立公民館利用者数の推移 

【生涯学習施設】 【生涯学習施設】 【資料館】

No. 施　設　名 No. 施　設　名 No. 施　設　名

1 笠間公民館 17 笠間図書館 1 筑波海軍航空隊記念館

2 友部公民館 18 友部図書館 2 石の百年館

3 岩間公民館 19 岩間図書館

4 みなみ公民館 20 岩間体験学習館「分校」 【文化施設】

5 大橋公民館 21 青少年センター No. 施　設　名

6 池野辺公民館 22 歴史民俗資料館 1 笠間芸術の森公園

7 高田公民館 23 郷土資料館 2 笠間工芸の丘

8 箱田公民館 24 ふるさと資料館 3 笠間の家

9 寺崎公民館

10 本戸公民館 【美術館】 【農業体験施設】

11 来栖公民館 No. 施　設　名 No. 施　設　名

12 南山内公民館 1 茨城県陶芸美術館 1 笠間クラインガルテン

13 上加賀田公民館 2 笠間日動美術館 2 生き活き菜園「はなさか」

14 稲田公民館 3 春風萬里荘

15 稲田公民館附属館 4 笠間稲荷美術館

16 福原公民館
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③ 図書館入館者数、貸出・蔵書点数 

市内には、３つの図書館があり、入館者数は岩間図書館が 10 万人台、笠間図書館と友部

図書館は 20 万人台となっていましたが、平成 25 年度以降は、いずれの図書館もほぼ横ば

いで推移しています。一方で、全体の貸出点数は減少傾向にありますが、本市の図書館の貸

出点数は、人口８万人未満の市の中で平成２４年度から４年連続全国１位、蔵書点数も全国

5 位と、同じ人口規模の自治体と比較して高い水準にあり、「地域の知の拠点」としての役

割を担っているといえます。 
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資料：笠間図書館
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市立図書館入館者の推移 

市立図書館の貸出点数と蔵書点数の推移 
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④ 指定文化財の状況 

市内には、国指定文化財が８件、県指定文化財が 20 件、市指定文化財は 119 件と、合

計で 147 件もの貴重な文化財が存在しています。 

国県市指定文化財数(平成２８年４月現在) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ スポーツ施設の設置及び利用状況 

市内には、いくつもの体育館や武道館、グラウンド、運動公園などのスポーツ施設があり、

いずれの施設も年間を通して多くの市民に利用されています。笠間市民体育館と総合公園で

は、毎月さまざまな運動教室が開催されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

スポーツ施設の設置及び利用状況 

（単位:人）

　　　　　　　　　　　　　　年度
　　施設名

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度
　　　　　　　　　　　　　　年度
　　施設名

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

笠間市民体育館 42,209 45,508 41,008 鴻巣グラウンド 6,983 6,541 4,686

笠間武道館 15,743 15,620 14,991 大原グラウンド 10,195 9,999 8,422

総合公園市民球場 8,285 8,525 8,595 北川根ふれあい広場 27,930 18,048 16,084

総合公園多目的広場 6,691 6,423 6,629 橋爪弓道場 2,595 3,016 3,276

総合公園芝生広場 2,783 4,374 9,046 岩間海洋センター体育館 18,134 19,165 17,450

総合公園テニスコート 12,930 14,951 15,058 岩間海洋センタープール 2,616 3,357 3,736

高田球場 2,880 4,206 4,442 岩間総合運動公園 14,285 17,555 21,965

南山グラウンド 4,395 6,181 5,920 岩間運動広場 22,881 24,337 25,755

柿橋グラウンド 30,160 31,404 21,804 岩間武道館 6,911 8,242 7,438

柿橋テニスコート 8,390 8,208 18,486 岩間工業団地テニスコート 2,308 2,135 1,800

北山グラウンド 15,813 15,349 11,389 合　　　計 265,117 273,144 267,980

資料：スポーツ振興課

国県指定文化財数 （単位：件） 国県指定文化財数 （単位：件）

国 県 市 合計 国 県 市 合計

建造物 3 2 10 15 - - - 0

絵画 - - 13 13 有形民俗文化財 - - 1 1

彫刻 4 8 36 48 無形民俗文化財 - - 3 3

工芸品 - 3 9 12 史跡 - 1 16 17

書跡 - 3 1 4 天然記念物 1 2 19 22

典籍 - - 1 1 合計 8 20 119 147

古文書 - - 2 2 国登録有形文化財数 （単位：件）

考古資料 - - 5 5 国

歴史資料 - 1 3 4 1 資料：生涯学習課

区分

有形
文化財

民俗
文化財

記念物

無形文化財

区分

区分

建造物
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３ アンケート調査の結果 

■アンケート調査の概要 

本計画の策定にあたり、幅広い立場からのご意見を反映するため、児童生徒及びその保護

者、教職員、一般市民を対象に、平成 28 年 7 月にアンケート調査を実施しました（一般

市民調査のみ同年９月）。 

本調査の結果については、「笠間市教育振興基本計画策定のためのアンケート調査結果報

告書」に詳細を示しており、本計画書ではその主な結果について記載します。 

 

■調査の対象と回収結果 

調査名 調査方法 対象者 
回収数 

（回収率） 

①児童生徒調査 

学校を通じた 

配布・回収 

市内小学５年生・中学２年生

の児童生徒 639 人※ 

(小５ 324 人、中２ 315 人) 

616 

（96.4％） 

②児童生徒 

保護者調査 
①の保護者 639 人 

513 

（80.3％） 

③教職員調査 

市内小中学校全教職員 

(校長・副校長・教頭・非常勤を除く） 

338 人 

315 

（93.2％） 

④一般市民調査 
郵送配布・ 

郵送回収 

市内在住 18 歳以上の 

男女 1,200 人（無作為抽出） 

307 

（25.6％） 

   ※ 原則各学校１クラス。１学年４学級以上の大規模校については２クラスを抽出。 

 

■調査結果の見方 

○図表中の「ｎ=」とは、回答者数を表します。 

○クロス集計の「ｎ=（回答者数）」は、属性（性別、年齢、学年等）無回答者を含まな

いため、全体の回答者数と合計値が合わないことがあります。 

○選択肢の語句が長い場合、本文中や表・グラフでは省略した表現を用いることがあり

ます。 

○調査結果の比率は、その設問の回答者を基数として、小数点以下第２位を四捨五入し

て算出しています。そのため、各選択肢の回答の合計が 100％にならない場合があり

ます。 

○複数回答形式の場合、回答比率の合計は通常 100％を超えます。 
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（１）就学前教育について 

笠間市の就学前教育の充実のために必要だと思う取組については、「あいさつやルールを

守る意識の育成」「基本的な生活習慣の育成」がともに６割程度と多くなっています。 

 

就学前教育の充実のために必要な取組（一般市民）【複数回答】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）学校教育について 

① 学校に行くのが楽しいか 

全体の８割以上の児童生徒が学校に行くのが『楽しい』（「そう思う」+「どちらかといえ

ばそう思う」の合計）と回答しています。 

一方で、小学生に比べ中学生では『楽しい』との回答がやや少なくなっています。 

 

学校に行くのが楽しいか（児童生徒） 

 

 

 

 

 

 

 

■一般市民(n=307)

0.7

1.0

2.0

1.3

12.4

19.9

20.8

23.5

23.5

29.6

59.9

63.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

あいさつやルールを守る意識の育成

基本的な生活習慣の育成

家庭の教育力の向上

保育士・幼稚園教諭の資質の向上や職員体制の充実

預かり保育や園庭開放などの子育て支援機能の強化

世代間交流や自然体験など、豊かな体験の充実

幼稚園・保育所（園）・認定こども園と小学校のつながりの強化

施設・環境（園舎、遊具など）の充実

その他

特にない

わからない

　無回答 資料：「笠間市教育振興計画策定のためのアンケート調査」

84.9 14.5

86.7 12.6

83.3 16.4

『楽しい』 『楽しくない』

51.8

54.1

49.5

9.3

7.9

33.1

32.6

33.8 10.7

5.2

4.7

5.7

0.6

0.6

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 （n=616）

小学５年生 (n=316)

中学２年生 (n=299)

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない そう思わない

無回答
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② 学校で困っていることや不安に思うこと 

男女ともに小学５年生では「特にない」との回答が多いのに対し、中学２年生では「勉強

のこと」が多くあげられています。 

また、女子では小学５年生・中学２年生ともに「友だちとの関係」との回答が男子に比べ

多くなっています。 

学校で困っていることや不安に思うこと（児童生徒）【複数回答】 

 

 

 

 

 

 

③ 学校の授業の理解度 

小学５年生では理解度が『高い』（「ほとんど全部」+「７～８割くらい」の合計）割合が

７割を超えています。 

一方で、中学２年生では理解度が『低い』（「半分くらい」+「３～４割くらい」+「ほとん

どわかっていない」の合計）割合が『高い』割合を上回ります。 

保護者、教職員から見た児童生徒の授業の理解度についても同様の結果となっています。 

学校の授業の理解度（児童生徒・保護者・教職員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.3 24.1

43.8 55.8

73.8 25.5

50.4 49.6

70.6 25.7

43.9 51.2

理解度
『高い』

理解度
『低い』

5.7

20.4

46.8

38.1

42.5

69.6

43.1

18.7

39.1

31.6

23.6

43.1

7.9

28.5

0.8

1.0

53.4 18.3

2.1

13.2

5.0

12.0

3.5

8.1

2.2

1.9

4.7

4.8

0.6

0.7

3.7

4.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学５年生　（n=316）

中学２年生　（n=299）

小５保護者（n=274）

中２保護者(n=228)

小学校　（n=191）

中学校　（n=123）

ほとんど全部（全員）※
７～８割くらい
半分くらい
３～４割くらい
ほとんどわかっていない（ほとんどいない）※
無回答

教
職
員

保
護
者

児
童
生
徒

※ 教職員は、「授業の内容を概ね理解している児童生徒の割合」 

58.9 29.5 4.1
6.8

28.8 0.7

43.8 10.5
3.9

3.3 45.8 1.3

23.4 24.0
2.4

1.2 56.3 0.6

18.9 16.2
2.0

66.2

35.9 20.0 2.6
3.2

49.4 0.8

0 20 40 60 80 100 120 140

全体 （n=616）

小５男子 （n=148）

小５女子 （n=167）

中２男子 （n=153）

中２女子 （n=146）

勉強のこと 友達との関係 先生との関係 その他 特にない 無回答

(%)
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④ 児童生徒が先生や学校に望むこと 

小学５年生、中学２年生ともに「コンピューターやタブレット PC を使った新しい形の授

業を受けたい」との回答が最も多くあげられています。 

また、中学２年生で「一人一人の力に合わせた内容を教えてほしい」「学校の校舎や教室、

学校で使う道具をもっとよくしてほしい」との回答が特に多くなっています。 

先生や学校に望むこと（児童生徒）【複数回答】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 教職員が職務の中で感じる課題 

小学校では、「特別な支援を必要とする児童生徒への対応」が７割を超えるなど、中学校

の回答を大きく上回ります。 

反対に、中学校が小学校を上回る項目は、「児童生徒の問題行動やいじめ・不登校」「児童

生徒の基本的な生活習慣の乱れ」「児童生徒の基礎学力の低下」などとなっています。 

 

職務の中で感じる課題（教職員）【複数回答】 

 

 

23.1

13.6

3.8

3.8

53.8

42.5

46.5

45.2

31.1

34.8

22.1

19.7

13.0

18.7

4.0

1.3

25.3

25.0

25.3

33.9

24.7

42.4

49.7

56.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

コンピューターやタブレットPCを使った新しい形の授業を受けたい

いじめのない楽しい生活の送れる学校づくりをしてほしい

興味あることをたくさん勉強したい

一人一人の力に合わせた内容を教えてほしい

全国の子どもの中で自分の学力がどれくらいなのかを知りたい

学校の校舎や教室、学校で使う道具をもっとよくしてほしい

将来の仕事のことや働くことについて教えてほしい

いけないことはいけないと、しっかり注意してほしい

体験学習などをたくさんしたい

悩みや意見をちゃんと聞いてほしい

その他

無回答

小学５年生(n=316)

中学２年生(n=299)

20.4

16.2

1.0

1.0

52.8

62.6

63.4

44.7

44.7

50.4

28.5

17.9

19.5

15.4

3.3

1.6

71.7

59.7

53.9

44.5

36.1

27.7

29.8

24.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

特別な支援を必要とする児童生徒への対応

児童生徒の道徳心や規範意識などの低下

児童生徒の基本的な生活習慣の乱れ

家庭の環境や経済状況などによる児童生徒の教育格差

児童生徒の基礎学力の低下

児童生徒の問題行動やいじめ・不登校

児童生徒の健康状態や体力の低下

授業など学習指導

学校の施設や設備

家庭・地域・学校の連携

その他

無回答

小学校(n=191)

中学校(n=123)
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（３）家庭・地域における教育について 

① 学校教育と家庭・地域での教育の役割 

子どもに身につけさせたい力の取組主体の回答結果を得点化し、学校教育が中心とされる

度合いを「学校期待度」として算出しました。「学校期待度」が４に近いほど学校教育が中

心になって取り組むべきとされた項目、学校教育の点数が１に近いほど家庭・地域が中心に

取り組むべきとされた項目であることを示しています（中央値である 2.34 の前後は、学校

教育と家庭・地域双方で取り組むべき項目）。 

「基礎的な学力」「外国語のコミュニケーション力」や「体力や運動能力」など学習・運

動に関することや、「人間関係を築く力」や「自分の考えを表現する力」など集団生活の中

で磨かれる能力については、学校教育への期待が大きくなっています。 

一方で、「基本的な生活習慣」「食事のマナー」や「礼儀作法」「携帯・インターネットの

モラル」など、生きるうえでの基本的な事項については、家庭・地域で取り組むべきとされ

ています。 

双方で取り組むべきとされた項目は、「社会や仕事に関する知識や考え」「将来について考

える力」「創造的な力」など、将来の仕事や社会的自立に向けて必要な能力に関わるものが

多くなっています。 

学校教育と家庭・地域での教育における役割（保護者） 

 

※学校期待度：「わからない」「無回答」を除いた回答を「学校が中心」＝４点～「家庭・地域が中心」＝１点として得点化し、 

平均を算出。その数値が高いほど、学校教育が中心となって子どもたちに身に付けさせることが期待されていることを示している。 

学校が主 

 

 

 

家庭・地域 

が主 

双方が 
取り組む 

3.67

3.39

2.91

2.81

2.75

2.74

2.74

2.61

2.60

2.51

2.32

2.20

2.08

1.99

1.92

1.89

1.77

1.68

1.64

1.47

1.44

学校

期待度
0% 20% 40% 60% 80% 100%

基礎的な学力

外国語のコミュニケーション力

体力や運動能力

人間関係を築く力

自分の考えを表現する力

音楽・美術など芸術面の能力や感性

自ら学ぼうとする態度

計画的に行う力や解決力

いじめ・差別をしない気持ち

創造的な力

社会や仕事に関する知識や考え

将来について考える力

常識や公共心

伝統や風習を理解・受容する心

健康や安全を管理する力

善悪を判断する力

ふるさとを愛する心

携帯・インターネットのモラル

礼儀作法

食事のマナーや好き嫌い

基本的な生活習慣

学校教育が中心 どちらかといえば学校教育 どちらかといえば家庭・地域
家庭地域が中心 わからない 無回答 ※ 

※学校期待度：「わからない」「無回答」を除いた回答を「学校が中心」＝４点～「家庭・地域が中心」＝１点として得点化し、 

平均を算出。その数値が高いほど、学校教育が中心となって子どもたちに身に付けさせることが期待されていることを示している。 
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② 家庭教育で困っていること 

小学５年生の保護者、中学２年生の保護者ともに、「子どもの学力や学習状況に不安を感

じる」を最も多くあげており、中学２年生では６割と特に多くなっています。その他、中学

２年生では「携帯やスマートフォン、インターネットの使い方に不安を感じる」「子どもの

教育費の負担に不安を感じる」との回答が小学５年生を大きく上回っています。 

 

家庭教育で困っていること（保護者）【複数回答】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 家庭の教育力を高めるために必要な取組 

保護者では「家族の団らんの場や機会を増やす」「食事を一緒にとる、マナーを教えるな

ど食を通じて家族のつながりを深める」などが多く挙げられています。 

一方、教職員では、「育児や子どもへの教育・心がまえを保護者が学ぶ機会を設ける」や

「保護者がしつけや教育について気軽に相談できる場・機会をつくる」など、家庭教育につ

いて学ぶ場や相談機会に関する項目が多く挙げられています。 

家庭の教育力を高めるために必要な取組（保護者・教職員）【複数回答】 

 

 

 

 

 

 

9.3

8.6

5.4

11.1

62.3

36.8

19.7

29.4

18.9

15.8

12.3

12.3

12.7

8.8

3.1

0.4

41.6

29.0

26.2

17.9

16.8

18.6

13.6

12.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

子どもの学力や学習状況に不安を感じる

携帯やスマートフォン、インターネットの使い方に不安を感じる

家庭のしつけや教育方法などに不安を感じる

子どもの教育費の負担に不安を感じる

学校の雰囲気や子どもの様子がよくわからない

子どもと接する時間がなかなかとれない

子どもの体力や健康に不安を感じる

子どもの素行や生活態度に不安を感じる

保護者同士の交流が少なく、情報交換ができない

教育について気軽に相談できる場所がわからない

その他

無回答

小５保護者(n=279)

中２保護者(n=228)

4.9

43.8

48.3

30.5

49.5

29.8

54.0

20.6

1.6

1.6

2.1

16.8

22.4

26.5

27.3

29.4

41.7

50.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

家族の団らんの場や機会を増やす

食事を一緒にとる、マナーを教えるなど食を通じて
家族のつながりを深める

子どもが保護者と一緒に、様々な体験ができる
機会を増やす

保護者がしつけや教育について気軽に相談できる
場・機会をつくる

子どもが保護者以外の大人とふれあう機会を増やす

育児や子どもへの教育・心がまえを
保護者が学ぶ機会を設ける

保護者同士が教育について話し合える機会をつくる

その他

無回答

保護者(n=513)

教職員(n=315) ↑ 
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④ 地域の教育力を高めるために必要な取組 

保護者、教職員ともに「地域の大人が地域の子どもに関心を持ち、ほめたり注意したりす

る」が最も多く挙げられています。次いで、保護者では、「安全を確保し、子どもたちが安

心して遊べるようにする」「子ども同士が地域で遊んだり、スポーツ活動などができるよう

にする」との回答が多く挙げられていますが、教職員では、「地域の活動や行事などを活発

にする」「子どもが保護者以外の大人とのふれあう機会を増やす」などが多くなっています。 

地域の教育力を高めるために必要な取組（保護者・教職員）【複数回答】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ やってみたい活動 

「地域の人との交流」、「自然や環境を守る活動」や「自分より年下の子どもの面倒をみる

こと」の３項目が特に多く挙げられており、地域や人、身近にある自然とのふれあい・関わ

りを望んでいることが分かります。 

 

やってみたい活動（児童生徒）【複数回答】 

 

4.5

69.2

34.9

33.3

38.1

38.1

28.3

26.7

0.6

1.9

2.1

9.7

20.7

22.0

22.6

44.6

47.8

53.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

地域の大人が地域の子どもに関心を持ち、
ほめたり注意したりする

安全を確保し、子どもたちが安心して遊べるようにする

子ども同士が地域で遊んだり、スポーツ活動などが
できるようにする

地域活動や行事などを活発にする

子どもが保護者以外の大人とふれあう機会を増やす

地域に子どもの模範となる大人を増やす

家族同士の交流など、近所づきあいを活発にする

その他

無回答

保護者(n=513)

教職員(n=315)

■児童生徒(n=616)

1.8

43.8

42.5

42.0

29.5

23.7

19.0

0.8

16.1

0% 10% 20% 30% 40% 50%

地域のお祭りやごみ拾いなど、地域の人たちと親しく交流すること

自然や環境を守る活動をすること

兄弟(姉妹)以外の、自分より年下の子の面倒をみること

日本にいる(住む)外国の人と親しく交流すること

お年寄りの手助けや介護をすること

障害のある人の手助けをすること

その他

特に参加したいものはない

無回答
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（４）生涯学習・文化活動・スポーツ振興について 

① この１年間の生涯学習活動の実施状況 

この１年間に生涯学習活動を「行った」人は３割台となっています。 

この１年の生涯学習活動の実施状況（一般市民）【複数回答】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 笠間市の文化・芸術活動を充実させるために必要な取組 

「コンサートや演劇など、市民が文化・芸術に触れられる機会の充実」「笠間焼など地域

の産業や地域資源の活用」「文化・芸術に関する情報の提供」がともに４割台と多くなって

います。 

 

笠間市の文化・芸術活動を充実させるために必要な取組（一般市民）【複数回答】 

 

■一般市民（n=307）

行った
34.2%

行っていない
63.2%

無回答
2.6%

■一般市民(n=307)

4.2

1.3

6.5

13.0

16.6

19.2

22.8

24.4

40.1

40.4

44.3

0% 10% 20% 30% 40% 50%

コンサートや演劇など、市民が文化・芸術に触れられる機会の充実

笠間焼など地域の産業や地域資源の活用

文化・芸術に関する情報の提供

文化・芸術関係の教室の開催

文化財の保護と活用

サークルなどの文化・芸術活動団体への支援の充実

市の歴史の調査・研究と情報の提供 

文化・芸術活動に関する指導者の育成

市民劇団、市民オーケストラなどの立ち上げ

その他

　無回答 資料：「笠間市教育振興計画策定のためのアンケート調査」
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③ 笠間市の特長や誇り、“笠間らしい”教育に活用できる地域資源 

保護者、教職員ともに「イベント」「神社や寺院」「豊かな自然環境や美しい公園」「美術

館や資料館」「地域の産業」「特産品」などが多くあげられ、地域資源が豊富に存在すること

を表しています。 

笠間市の特長や誇り（保護者）【複数回答】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

笠間らしい教育に活用できる地域資源（教職員）【複数回答】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■教職員(n=315)

24.1

0.0

0.0

1.6

78.7

76.8

66.7

65.7

59.4

51.1

39.0

26.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

笠間稲荷神社など歴史ある神社や寺院

芸術に触れることのできる美術館や資料館

笠間焼や稲田みかげ石など地域の産業

菊まつりや陶炎祭などのイベント

栗や地酒など笠間ブランドの特産品

豊かな自然環境や美しい公園

笠間市出身の偉人の功績

市民による文化・芸術活動を活かしたまちづくり

県立の医療施設があるなど医療機関の充実

特にない

その他

無回答

■保護者(n=513)

7.0

8.8

0.8

2.3

57.1

55.4

40.5

38.2

34.7

32.4

24.4

8.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

菊まつりや陶炎祭などのイベント

笠間稲荷神社など歴史ある神社や寺院

豊かな自然環境や美しい公園

芸術に触れることのできる美術館や資料館

笠間焼や稲田みかげ石など地域の産業

栗や地酒など笠間ブランドの特産品

県立の医療施設があるなど医療機関の充実

市民による文化・芸術活動を活かしたまちづくり

笠間市出身の偉人の功績

特にない

その他

無回答
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④ 今後学んでみたい・活動したい（継続したい）と思う内容 

「健康・スポーツに関すること」が５割を超え、他を大きく上回っています。次いで、「芸

術に関すること」が３割台、「ガーデニングや家庭菜園」「外国語・歴史・社会などの教養」

「仕事をするうえで必要な知識・技能の習得、資格を取得」「福祉・介護に関すること」が

２割台で続いています。 

今後学んでみたい・活動したい（継続したい）と思う内容（一般市民）【複数回答】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 笠間市のスポーツ活動を充実させるために必要な取組 

「スポーツ施設や設備の充実」が５割を超え、他を上回っています。次いで、「スポーツ

イベントや大会の開催」が４割弱、「情報の提供」「指導者の育成」がともに２割台となって

います。 

笠間市のスポーツ活動を充実させるために必要な取組（一般市民）【複数回答】 

 

■一般市民(n=307)

6.2

4.2

1.3

54.4

34.5

27.0

24.1

21.8

20.5

18.6

12.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

健康・スポーツに関すること（医学、栄養、健康法、水泳、ジョギングなど）

芸術に関すること（絵画、書道、音楽、陶芸、ハンドメイドなど）

ガーデニングや家庭菜園などに関すること

外国語・歴史・社会などの教養を高めること

仕事をするうえで必要な知識・技能の習得、資格を取得すること

福祉・介護に関すること（介護の基本、認知症サポーターなど）

家庭生活に関する実用的なこと（料理、お菓子づくり、手芸、着付けなど）

子育てや教育に関すること

継続したい、または今後学んでみたい学習・活動はない

　無回答            

その他
資料：「笠間市教育振興計画策定のためのアンケート調査」

■一般市民(n=307)

9.8

6.5

0.3

17.9

18.9

19.9

20.2

26.1

26.7

38.4

51.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

スポーツ施設や設備の充実

スポーツイベントや大会の開催

スポーツ関連情報の提供

スポーツに関する指導者の育成

市民のスポーツに関する技術向上に関する支援の充実

スポーツ活動団体への支援の充実

障がい者や高齢者を対象としたスポーツ活動の推進

2019年の茨城国体や2020年東京オリンピック・パラリンピックのPR

スポーツ少年団への加入促進

　無回答

その他
資料：「笠間市教育振興計画策定のためのアンケート調査」
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（５）公民館・図書館について 

① 公民館の利用頻度 

公民館を『利用する』（「よく利用する」+「たまに利用する」の合計）割合は全体で３割

程度となっています。 

年齢別でみると、年齢が高いほど『利用する』割合が多い傾向にあります。 

公民館の利用頻度（一般市民） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 図書館の利用頻度 

図書館を『利用する』（「よく利用する」+「たまに利用する」の合計）割合は全体で５割

程度となっています。 

年齢別でみると、30～40 歳代の子育て世代で『利用する』割合が多くなっています。 

図書館の利用頻度（一般市民） 

 

32.6 66.1

0.0 100.0

16.0 84.0

23.8 76.2

26.8 70.7

35.2 64.9

48.3 48.3

『利用
する』

『利用
しない』

8.8

9.9

18.4

21.4

24.4

29.9

41.0

62.5

42.9

36.6

37.4

36.8

2.4

2.4

16.0

23.8

25.3

60.0

11.5

27.5

25.1

37.5

24.0

33.3

34.1

3.4

1.3

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 （n=307）

18～29歳 (n= 16)

30歳代 (n= 25)

40歳代 (n= 42)

50歳代 (n= 41)

60歳代 (n= 91)

70歳以上 (n= 87)

よく利用する        たまに利用する      ほとんど利用しない  

利用したことがない  無回答

資料：「笠間市教育振興計画策定のためのアンケート調査」

47.9 49.2

37.6 62.6

72.0 28.0

57.1 40.5

44.0 53.6

46.2 51.7

40.2 54.0

『利用
する』

『利用
しない』

16.6

12.1

12.6

35.7

22.0

27.6

27.4

56.3

28.6

26.8

22.0

33.3

22.0

21.4

36.0

6.3

36.0

31.3

31.3

34.1

12.0

20.7

29.7

21.8

6.3

16.0

11.9

26.8

5.7

2.9

2.4

2.2

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 （n=307）

18～29歳 (n= 16)

30歳代 (n= 25)

40歳代 (n= 42)

50歳代 (n= 41)

60歳代 (n= 91)

70歳以上 (n= 87)

よく利用する        たまに利用する      ほとんど利用しない  

利用したことがない  無回答

資料：「笠間市教育振興計画策定のためのアンケート調査」
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 【アンケート調査結果のまとめ】 

◆幼児教育◆ 

・あいさつや規範意識、基本的な生活習慣など、家庭教育での取組を含め、生きていく

うえでのしっかりとした基礎づくりが求められている。 

◆学校教育◆ 

・児童生徒の８割は学校に行くことが楽しいと回答しているが、中学生では勉強のこと

で悩む生徒が多く、保護者も学力や学習状況に不安を持っている。授業の理解度もや

や低い傾向。それと呼応するように、中学生では、一人一人の力に合わせた学習指導

に対する要望が大きい。 

・教職員が職務のなかで感じる課題として、小学校では、特別な支援を必要とする児童

への対応、中学校では、いじめ・不登校、基本的な生活習慣の乱れ、基礎学力の低下

などがあげられる。 

・小学生・中学生ともに、タブレット端末等の ICT（注1）機器を使用するなど、時代に対

応した授業への要望を持っている。 

・基礎的な学力や外国語、体力・運動などの習得については学校教育への期待が大きい。 

・基本的な生活習慣や食事のマナー・言葉づかいなど礼儀作法、携帯電話・インターネ

ットのモラルなどは家庭や地域の教育への期待が大きい。一方で、子どもの携帯電話・

スマートフォン等の使い方については保護者の不安が大きくなっている。 

◆家庭・地域における教育◆ 

・将来について考える力や社会的な自立に関する能力は、学校と家庭・地域双方が取り

組むべき項目とされている。 

・家庭の教育力を高めるために、保護者では団らんや家族のつながり、教職員では家庭

教育学級や相談機会を重視している。 

・地域の教育力を高めるために、地域の大人が地域の子どもに関心を持つことが多く挙

げられている。児童生徒においても、今後やってみたい活動として、地域の人との交

流や年下の子の面倒をみることなどをあげている。 

◆生涯学習・スポーツ振興等◆ 

・この１年間に生涯学習活動を行った人は３割台であるが、今後学んでみたい・継続し

たい活動の内容からは、健康・スポーツへの関心の高まりがうかがえる。 

・公民館を利用する人は約３割で、高齢者層の利用が多い。一方、図書館を利用する人

は約５割で、30～40 歳代の子育て世代の利用が多くなっている。 

・市の文化・芸術活動を充実させるための取組として、イベントや自然、文化、芸術施

設の活用が上位にあげられるなど、数々の地域資源を笠間らしい教育に活かすことが

求められている。 

                         
（注1） ＩＣＴ：Information and Communication Technology の略で、情報処理や通信に関連する技術、

産業、設備、サービスなどの総称。「情報通信技術」と訳される。 
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第３章 基本的な考え方 

１ 教育目標 

本市では、次の３つの教育目標を平成 19 年３月に制定しました。本計画においても引き

続き教育目標として掲げ、笠間らしい教育を推進します。 

 

 

 

 

 

グローバル化や少子高齢化の進展など、急速に変化を遂げる現代社会においては、さまざ

まな問題が高度化・複雑化しています。このような時代において、知性を高めることは、自

ら考え、判断し、行動するうえで欠かせないこととなっており、子どもから大人まで自分で

問題を解決する資質や能力を身に付けていくことが求められています。 

また、「もちまえ」とは、その人がもってうまれた良さや可能性を表します。すべての子

どもたちが「もちまえ」を伸ばし広げていくことができるよう、一人一人の特性に応じた配

慮や支援を充実していくことが必要です。 

一方で、生涯にわたって学び、自らの持つ知識や経験を社会に役立てることは、人生を豊

かにするだけでなく、心身ともに健康を保つための、生きがいづくりにつながります。 

知性を高め、もちまえを伸ばし、誰もが力を発揮することのできる教育を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知性を高め ひとりひとりのもちまえを伸ばす 
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笠間市は、八溝山地の鶏足山塊と筑波山塊の山々に囲まれ、豊かな自然資源に恵まれてい

ます。日本三大稲荷の一つに数えられる笠間稲荷神社の門前町、笠間城や宍戸城の城下町と

して古くから発展してきたことから、歴史を感じる史跡や祭事、郷土芸能が今でも多く伝承

されています。また、数多く発見されている古墳に関する展示や出土した土器・石器が、瀟洒
しょうしゃ

な洋風建築の歴史民俗資料館に収蔵されています。笠間焼の生産地としても知られ、茨城県

陶芸美術館や笠間日動美術館などの美術施設や窯元が多く立地するなど、県内屈指の芸術ス

ポットとして親しまれているほか、合気道の開祖が移り住み厳しい修行を重ね、合気道を完

成させた地として、合気神社（合気道場）が創建された、合気道の聖地としても知られてい

ます。 

生まれ育った郷土を知ることは、社会を生き抜くうえで重要な確固たる自分自身を持つこ

とにもつながります。 

笠間の自然や歴史にはぐくまれた文化を大切にし、未来に受け継いでいくため、自らの郷

土の自然や文化に目を向け、それらを守り育て、地域を支える心をつちかう教育を目指しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然や文化を大切にし 郷土を愛する心をつちかう 
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児童生徒によるいじめや暴力行為などの問題行動が大きな社会問題となっていますが、近

年ではスマートフォンやパソコンの普及によるインターネットを介したいじめも増加して

います。 

本市においてもいじめや不登校に対する取組を強化していますが、背景には家庭や地域の

教育力の低下、子どもたちの社会性や規範意識の低下が指摘されています。 

このような状況において、自分の行動をコントロールし、正しい方向へと向かう自律心を

養い、社会の一員としての責任感や規範意識を持つことが今強く求められています。 

先行きが不透明な現代社会においては、自ら生きる道を切り拓く力強さと、人と協調し、

よりよい社会を築こうとする支え合いの心が重要となります。 

他人を思いやる心や感動する心などの豊かな感性（人間性）をはぐくみ、心身ともに健康

で力強く人生を送ることのできる子どもを育てる教育を目指します。 

 
  

豊かな感性をはぐくみ 健やかな身体を養う 
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２ 教育の基本方向 

３つの教育目標の実現に向け、「３つの人づくり」を施策の基本方向とし、それぞれに沿

ったさまざまな事業・施策を推進します。 

 

 

 

 

笠間市の未来を担う子どもたち一人一人が輝き、将来社会の一員としてたくましく生きて

いくためには、幼少期から知性を高め、もちまえを伸ばし、人のために、社会のために役に

立つ人になることが大切です。そのための学校教育、学び続けるための生涯学習の充実を図

ります。 

 

 

 

 

 

地方創生を実現するのは郷土を愛する人々の力であり、我がふるさと笠間の豊かな自然、

歴史、文化、先人、産業などを学ぶことが未来を拓いていきます。子どもたちが地域に根付

き、地域を担う大人へと成長するためには、笠間市が大好きである、大好きな笠間市のため

に貢献したい、という志を高めることが必要です。そのために、生涯を通じた郷土教育、市

民教育や文化活動を推進します。 

 

 

 

 

 

笠間市は「健康都市かさま」を宣言しています。その宣言に基づき、市民が心身ともに健

康になれるよう取り組んでいきます。そのために、道徳教育、健康教育を充実します。 

また、「いつでも、どこでも、だれとでも」子どもから高齢者まで、生涯にわたってスポ

ーツに親しみ、体力を増強できるように、スポーツの推進を図ります。 

 

 
  

１ 「役に立つ」人づくり 

２ 「郷土を愛する」人づくり 

３ 「心身ともに健康な」人づくり 
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３ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

笠間市教育振興基本計画 

知
性
を
高
め 

ひ
と
り
ひ
と
り
の 

も
ち
ま
え
を
伸
ば
す 

自
然
や
文
化
を
大
切
に
し 

郷
土
を
愛
す
る 

心
を
つ
ち
か
う 

豊
か
な
感
性
を
は
ぐ
く
み 

健
や
か
な
身
体
を
養
う 

役
に
立
つ
人
づ
く
り 

教育目標 
施 策 の 
基本方向 

施 策 の 方 針 

郷
土
を
愛
す
る
人
づ
く
り 

心
身
と
も
に
健
康
な
人
づ
く
り 

１ 就学前教育の推進  

（１）就学前の教育の充実  

 

２ 学校教育の充実  

（１）豊かな心の育成  

（２）確かな学力の育成  

（３）健やかな体の育成  

（４）特別支援教育の充実  

（５）時代の要請に応える 

教育の推進  

（６）キャリア教育の推進  

（７）学校教育の環境整備  

 

３ 家庭・地域・学校の連携強化  

（１）地域で取り組む教育活動 

の推進  

 

４ 生涯学習・文化活動の推進  

（１）生涯学習の充実  

（２）家庭の教育力の向上  

（３）青少年の健全育成  

（４）文化芸術に親しむ機会 

の充実  

（５）文化財の保護と活用  

 

５ スポーツの振興  

（１）生涯スポーツの振興  

（２）茨城国体、東京オリン 

ピック・パラリンピック 

に向けた取組  

（３）スポーツ施設の整備充実  

（４）スポーツ関係団体の連携 

強化  

 

６ 図書館活動の推進  

（１）図書館資料の充実  

（２）図書館利用者サービスの 

充実  

（３）学校図書館との連携  

（４）子ども読書活動推進計画 

の取組  

（５）図書館の多機能的な役割 

の構築  

 

主 な 取 組 

●幼児期から小学校への円滑な移行 
●豊かな心を育む活動の実践 
●特別な支援を必要とする幼児への早期対応 

●保護者と地域との連携       等 

●いじめ・不登校等への対応の充実 

●命を大切にする教育の推進 
●基礎・基本の定着の促進 

●小中高を通じた英語教育の充実 
●体力の向上に向けた学校体育の充実 
●地産地消と食育の推進 

●一人一人の教育的ニーズに応じた指導の推進 
●一貫した教育相談・支援体制の整備 
●インターネット上のマナーや家庭のルール 

づくりの推進 
●ICT 機器を活用した情報教育の充実 
●キャリア発達を促す体験活動の充実 

●安心して学べる環境の整備 
●小中連携、一貫教育の推進        等 

●地域による学校支援体制の整備 
●地域活動への子どもの参加促進 

●安全・安心な地域環境の確保 
 

●生涯学習環境の整備 

●地域との連携とコミュニティの活性化 

●家庭教育の支援 

●青少年健全育成推進体制の確立 

●鑑賞機会の充実 

●発表機会の充実 

●文化財の適切な保護と活用 
 

●スポーツに親しめる機会の提供 

●スポーツ指導者の養成と確保 

●笠間市の特色を活かしたスポーツの推進 

●茨城国体・東京オリンピック・パラリンピック 
を契機としたスポーツの振興 

●スポーツ施設の整備充実と利用拡大 

●スポーツ関連団体の育成・連携強化 
 
 

 

●収集・整理・保存による図書館資料の整備と
充実 

●情報・学習機会の提供 

●ICT を活用した情報発信サービスの充実 

●学校図書館に対する支援・連携 

●関係機関等と連携した子どもの読書活動の 
推進 

●図書館の交流拠点としての役割の構築  

 
 



 29 

 

 

 

第４章 基本計画 

施策の方針１ 就学前教育の推進 

（１）就学前教育の充実 

■ 現況と課題 ■ 

○ 平成 27 年度より、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充

や質の向上などを進める「子ども・子育て支援新制度」がスタートしました。

このことにより、公立のすべての幼稚園が「認定こども園」へと移行していま

す。 

○ 幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う大切な時期であることから、

幼児一人一人の発達・成長に合わせたきめ細かい指導・教育が重要となります。 

○ 発達障害を含め、障がいのある子どもに対する早期の相談支援や療育などの

体制整備、幼児期における特別支援教育の充実と子どもの成長に合わせた一貫

した指導・支援が重要となります。 

○ 少子化や核家族化など幼児を取り巻く環境の変化、家庭・地域の教育力の低

下が指摘されていることから、家庭・地域と認定こども園、保育所（園）、幼稚

園、小学校の連携の推進による総合的な幼児教育の提供が求められています。 

 

 

 

○ 発達や学びの連続性を確保する観点から、小学校教育への円滑な移行を図る

ため、認定こども園、保育所（園）、幼稚園、小学校の連携の推進を図ります。 

○ 幼児教育、保育の需要などを把握し、認定こども園と保育所（園）、幼稚園の

運営体制等の違いに対する理解を深めながら、児童一人一人の状況に応じた最

適な幼児教育の提供体制の構築を図ります。 

○ 特別な支援が必要な幼児の早期の発見、特別支援学校をはじめ関係機関との

連携強化、臨床心理士などの専門知識を有する職員の配置等、支援体制の整備

を推進します。 

○ 地域の人材や行事の活用、高齢者等との体験・交流事業を通して、幼児の豊

かな心の育成を図ります。 

 

 

今後の方向性 
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① 幼児期から小学校への円滑な移行 

発達や学びの連続性を確保するため、小学校教職員と幼稚園、認定こども園・保育

所（園）の職員の相互の訪問や情報交換・研修会などにより、幼児期から小学校教育

への円滑な接続を図ります。 

《具体的な事業》 

・幼児教育接続等推進のための研修会の実施 

【学務課、公立認定こども園、公立保育所】 

・大学との教育的連携事業として研修会の実施【公立認定こども園】 

 

② 豊かな心を育む活動の実践 

本市の豊富な資源の活用や地域における人とのふれあいを通じて、さまざまな体験

活動を行うことにより、他人を思いやる心、自然や美しいものに感動する心など幼児

の豊かな心と健やかな体の基礎づくりを目指します。 

《具体的な事業》 

・幼児演劇鑑賞会事業【笠間・友部・岩間公民館】 

・食育推進、植物栽培、絵本読み聞かせ、戸外遊び・体育遊び、縦割り保育 

【公立認定こども園、公立保育所】 

  

③ 特別な支援を必要とする幼児への早期対応 

発達障害を含め、障がいのある子どもを早い段階で見つけ、相談や適切な療育へと

つなげるため、保健センターや相談機関など関係機関との連携をさらに強化し、幼児

期の特別支援教育の充実と支援体制の構築を図ります。 

《具体的な事業》 

・「就学支援シート」（注2）の活用【学務課】 

・幼児の「ことば」と「こころ」の通級指導教室の充実（さくらんぼ教室） 

【かさまこども園】 

・大学との教育的連携事業として研修会の実施【公立認定こども園】 

 

 

 

 

 

                         
（注2） 就学支援シート : 乳幼児期から就学に至るまで一貫した支援ができるように、子どもの成長記録 

や生活の様子、支援内容に関する情報を記録したもの。 

主 な 取 組 
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④ 保護者と地域との連携 

家庭や地域の子育て力、教育力の向上に向けて、地域の高齢者や活動団体との交流、

子育て支援施設との連携を深めることで親子の交流や教育の場づくりを総合的に推進

します。 

《具体的な事業》 

・高齢者との交流会の実施 

【学務課、公立認定こども園、公立保育所、私立認定こども園・幼稚園・保育所（園）】 

・地域交流事業 

【公立認定こども園、公立保育所、私立認定こども園・幼稚園・保育所（園）】 

 

⑤ 施設の整備・充実 

安全に配慮した施設の計画的な維持・管理を進めるとともに、保護者・地域と連携

した災害時等における避難誘導対策の実施により、子どもの安全確保に努めます。 

 

《具体的な事業》 

・公立認定こども園運営事業【公立認定こども園】 

・公立保育所運営事業【公立保育所】  

 

 

 

指標の内容 
基準値 

（平成２７年度実績） 

目標値 

（平成３３年度） 

幼児教育接続等推進のための

研修会参加人数 

７６人   

(平成２８年度目標値) 
１４０人 

絵本読み聞かせ回数 １２回    １２回 

「就学支援シート」の作成率 ５０．０％    １００．０％ 

高齢者との交流会回数 １２回    １２回 

避難訓練回数 ４８回    ４８回 

数 値 目 標 
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施策の方針２ 学校教育の充実 

（１）豊かな心の育成 

■ 現況と課題 ■ 

○ 児童生徒の問題行動の状況や意識調査などから、命を大切にする心や思いや

りの心などの倫理観や規範意識、社会性の育成などが充分ではないとの指摘が

なされています。このため、学校、家庭、地域が充分連携を図りながら、子ど

もたちの豊かな人間性や社会性などをはぐくむ道徳教育や体験教育を充実させ

ることが重要となっています。 

○ 子どもを取り巻く環境が複雑化し、学校で生じる問題が多岐にわたっている

ことから、学校が果たすべき役割も増大しています。本市では、そうした多様

な事項に対応するための、専門的知識を有するスクールソーシャルワーカーを

全小中学校へ派遣しています。 

○ 適応指導教室を市内３カ所に設置し（かしわのひろば、もくせい教室、あた

ごのひろば）、不登校児童生徒の在籍校と連携を図りながら、集団活動や教科指

導、個別カウンセリングなどを行い、在籍校への復帰を支援するとともに、保

護者からの相談への対応を行っています。 

 

□ 適応指導教室利用率＋不登校児童生徒割合の推移 
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○ 道徳教育が学校の教育活動全体の中核としての役割を果たすよう、全教職員

が協力して道徳教育を展開するため、道徳教育の指導力向上を目指した研修会

の充実を図ります。 

○ 郷土「笠間市」の歴史・文化、豊かな自然などに触れる機会の充実を図り、

郷土を愛する心をつちかいます。 

○ 相談しやすい環境づくりや専門職員の活用により、いじめや不登校、暴力行

為などの未然防止や解消に向けた取組を強化します。 

○ 命を大切にすることが生きる力の基本であることを踏まえ、笠間市自殺予防

教育指導マニュアル「かがやき」を活用した教育の一層の充実と薬物乱用防止

教育の徹底を図ります。 

 

 

 

 

① 発達段階に応じた道徳教育の推進 

県内の学校から講師を招いて道徳授業づくり研修会を実施するなど、先進的な事例

を積極的に取り込むことで、児童生徒自らが深く考えることのできる道徳教育を推進

します。 

《具体的な事業》 

・教職員を対象とした「道徳」の授業づくり研修会の実施【学務課】 

 

② 郷土への愛着心の育成 

本市の豊かな自然、誇るべき歴史や文化、優れた芸術、笠間市出身の偉人たちの活

躍、特色ある産業などを学習することで、郷土を愛する心、郷土への愛着心を育成し

ます。 

《具体的な事業》 

・郷土教育の手引き「笠間志学」を活用した授業の実施【学務課】 

・社会科副読本「かさま」を活用した授業の実施【学務課】 

・「かがやく笠間の先人たち」を活用した授業の実施【学務課】 

 

③ 地域人材を活用した豊かな体験活動の推進 

学校の放課後や休業日に NPO 法人などの地域人材によって行われる、身近な地

域の環境保全・美化活動、市内の豊かな自然や文化を活用した体験活動を推進しま

す。 

 

主 な 取 組 

今後の方向性 
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《具体的な事業》 

・愛
あい

農
のう

学園事業（小学生を対象とし、米や野菜等の栽培を通して、勤労や共同作業の

大切さを学ぶことを目的とした体験事業）【学務課】 

 

④ いじめ・不登校等への対応の充実 

児童生徒が悩みを気軽に相談できる環境の整備やスクールソーシャルワーカー等の

配置、適応指導教室の活用により、いじめや不登校の未然防止や在籍校への復帰の支

援を図ります。 

《具体的な事業》 

・いじめ防止対策委員会、不登校対策会議の開催【学務課】 

・スクールソーシャルワーカー配置事業【学務課】 

・心の教室相談員活用事業【学務課】 

・適応指導教室事業【学務課】 

・スクールライフサポーター活用調査研究事業【学務課】 

・要保護児童対策事業【子ども福祉課】 

・家庭児童相談事業【子ども福祉課】 

 

⑤ 命を大切にする教育の推進 

自殺予防を視野に入れた授業の計画的・系統的な実施により、自殺を回避する態度

や能力を育成することで、「生きる力」の根幹にある「命」の大切さを実感することの

できる教育を推進します。また、命を脅かしかねない薬物の乱用やその入口となる飲

酒や喫煙についても指導を強化します。 

《具体的な事業》 

・道徳教育の充実【学務課】 

・薬物乱用防止教室の開催【学務課】 

・薬物乱用防止プログラムに基づく指導の実施【学務課】 

・自殺予防教育指導マニュアル「かがやき」を活用した授業の実施【学務課】 
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指標の内容 
基準値 

（平成２７年度実績） 

目標値 

（平成３３年度） 

不登校（３０日以上）児童の

割合（小学生） 
 ０．４％    ０％ 

不登校（３０日以上）生徒の

割合（中学生） 
 ４．０％    ０％ 

「学校に行くのは楽しいと思

いますか」に肯定的に答えた

児童の割合（小６） 

８９．９％ ９５．０％ 

「学校に行くのは楽しいと思

いますか」に肯定的に答えた

生徒の割合（中３） 

７９．８％ ８５．０％ 

数 値 目 標 
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（２）確かな学力の育成 

■ 現況と課題 ■ 

○ 学校教育法や学習指導要領には、①基礎的・基本的な知識・技能、②知識・

技能を活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力等、③主

体的に学習に取り組む態度という「学力」の３つの重要な要素が示されていま

す。これら３つの要素から構成される「確かな学力」が、変化の激しいこれか

らの社会を生きる子どもたちに身に付けさせたい「生きる力」の一つとされて

います。 

○ 本市では、学力向上に向けた取組に力を入れており、ほとんどの小学校で、

学力診断テスト（算数）の結果が県平均を上回るなど、その成果が現れつつあ

ります。 

○ グローバル化の進展により、国際共通語である英語力の向上は将来の笠間市

を担う子どもたちにとって極めて重要となっています。そこで、本市では幼児

から小中学生まで多くの子どもたちが英語に触れる機会を提供することを目的

に、平成 27 年度からＡＢＣ笠間プロジェクト（笠間市英語教育強化推進事業）

を実施し、英語教育の充実を推進しています。 

  

 

 

○ 学習指導要領の趣旨を踏まえ、指導のねらいを明確にし、個に応じた指導と評

価を積み重ねることで、学力の向上を図ります。また、「できたという体験」、

「できた喜び」、「分かる楽しさ」を大切にして学習への意欲を高め、自ら学ぶ

態度を育成します。 

○ 学校教育全体の中で言語活動を位置づけ、思考力・判断力・表現力等の向上を

図ります。また、自分の考えや意見をまとめるための「伝え合う力」を育成し

ます。 

○ 市内小中学校すべてに配置している英語指導助手（AET（注3））の積極的な活用

により、英語によるコミュニケーションの楽しさを実感できる児童生徒を育成

します。 

○ 小学校英語の教科化や生徒の着実な英語力向上を目指し、小中学校教員の英語

力及び指導力向上を図ります。 

 

                         
（注3）ＡＥＴ：Assistant English Teacher の略で、英語指導助手のこと。日本人の英語教師とチーム 

     で授業を行う外国人講師を指す。 

今後の方向性 
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① 基礎・基本の定着の促進 

非常勤講師を各校に配置し、複数教員の連携・協力による授業の展開（チーム・テ

ィーチング）や少人数指導により、児童生徒一人一人に基礎的・基本的な学習内容を

確実に身に付けさせ、学習の進度に合わせた習熟度別の指導を行うことで、確かな学

力の定着を促します。 

《具体的な事業》 

・学力向上支援事業【学務課】 

 

② 主体的に学習に取り組む態度と活用力の育成 

変化の激しいこれからの社会を生き抜く児童生徒には、基礎的・基本的な知識・技

能の習得だけでなく、知識・技能を活用した新たな価値を創造することができる力が

必要です。そのために、学びの質的な高まりを考え、アクティブ・ラーニング（注4）の

視点に立った指導の一層の工夫改善を行います。これにより、主体的な学習態度を身

に付けさせ、児童生徒の学習意欲の向上を図ります。また、学校休業日に学ぶ機会や

学習の場づくりを行うことで、学力向上と主体的に学習に取り組む意欲の向上を図り

ます。 

《具体的な事業》 

・授業づくり研修会、学力向上研修会の実施【学務課】 

・寺子屋事業【生涯学習課】 

・学校生活学習支援（チャレンジスタディールーム）【生涯学習課】 

 

③ 言語活動・理数教育の充実 

思考力、判断力、表現力等を育成するために各教科において、記録、要約、説明、

論述といった学習活動を取り入れ、言語活動の充実を図ります。 

また、理数教科の勉強が好きな児童生徒が増えるよう、理数教育の充実を図るた

め、外部人材を活用しています。理科の授業においては、観察・実験活動を充実さ

せ、好奇心や探究心を育みます。算数・数学の授業では、これまでに学習した内容

の系統性を踏えた学習教材を使用し、補充学習を集中的に行うことで、基礎的・基

本的な知識や技能の定着を図ります。 

《具体的な事業》 

・学びの広場サポートプラン事業【学務課】 

・理科支援員配置事業【学務課】 

                         
（注4） アクティブ・ラーニング： 

教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学習者の能動的な学習への参加を取り入れた 

教授・学習法の総称。 

主 な 取 組 
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④ 小中高を通じた英語教育の充実 

多くの児童生徒が英語に触れる機会を提供することで、積極的に英語を使おうとす

る態度を育成します。また、県内有数の観光都市である笠間市の郷土、歴史・文化へ

の理解を深めるとともに、海外に向け発信し、交流できる人材の育成を目指します。

さらには、教員の英語力及び指導力向上を図ります。 

《具体的な事業》 

・市内全小中学校への英語指導助手の配置【学務課】 

・英語への興味関心を高める「サマーイングリッシュフェスティバル」の実施 

【学務課】 

・児童生徒及び小中高教員を対象とした夏季講習等の実施【学務課】 

・教員の授業力向上を図るための「英語教育推進連絡協議会」の設置【学務課】 

・英語力向上検証のための外部検定試験の導入による公費補助【学務課】 

 

 

 

指標の内容 
基準値 

（平成２７年度実績） 

目標値 

（平成３３年度） 

全国学力・学習状況調査 総合

平均正答率（小学校における全

国との比較） 

＋１．３ポイント ＋２．０ポイント 

全国学力・学習状況調査 総合

平均正答率（中学校における全

国との比較） 

－１．０ポイント ＋１．０ポイント 

「国語の勉強は好きですか」に 

肯定的に答えた児童の割合（小

６） 

６８．０％ ８０．０％ 

「算数の勉強は好きですか」に

肯定的に答えた児童の割合（小

６） 

７０．６％ ８０．０％ 

「国語の勉強は好きですか」に

肯定的に答えた生徒の割合（中

３） 

６４．３％ ７０．０％ 

「数学の勉強は好きですか」に

肯定的に答えた生徒の割合（中

３） 

６１．４％ ７０．０％ 

英検３級相当以上の英語力を

有すると思われる生徒の割合

（中３） 

４７．３％ ６０．０％ 

数 値 目 標 
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（３）健やかな体の育成 

■ 現況と課題 ■ 

○ これからの社会を生きる児童生徒にとって、健やかな心身の育成を図ること

は極めて重要です。体力は、人間の活動の源であり、健康の維持のほか、意欲

や気力といった精神面の充実に大きく関わっており、「生きる力」を支えるうえ

での重要な要素となっています。 

○ 児童生徒を取り巻く生活環境等の変化により、体力・運動能力、学校保健、

食育等に関わるさまざまな課題が生じ、学校教育活動全体を通じて適切に対応

することが求められています。 

○ 本市の近年の「全国体力・運動能力調査」の結果は、県平均値をやや下回る

状況となっています。そこで各小中学校では、それぞれの課題に応じた「体力

アップ推進プラン」を策定し、体力づくりに力を入れています。 

○ 学校給食は、食育の「生きた教材」として活用できることから、地域の資源

を活用した食育や関係機関等と連携した、地産地消の取組が求められています。 

○ 偏った栄養摂取、朝食欠食など食生活の乱れや肥満、痩身傾向など、子ども

たちの健康を取り巻く環境が深刻化している状況で、正しい食に関する知識や

食習慣を身に付けさせ、生涯にわたって心身の健康を保持し、増進することが

できる児童生徒を育てるため、食に関する指導の充実が必要です。 

 

 

 

○ 運動に親しむ心を育てながら運動量を確保し、体力の向上につながる体育の

授業の充実を図ります。 

○ 生徒の健康維持や休養、家庭学習時間のあり方等とのバランスを取りながら

部活動の充実を図ります。 

○  健康の大切さを認識することで、生涯を通じて自らの健康を適切に管理し、

改善していく実践力の育成に努めます。 

○  心身の健康のために、自らの「食」について考え、判断できる力を身に付け

るための食育教育を充実します。 

○  朝食欠食の解消を重点に、学校、家庭等と連携して食に関する指導を推進し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

今後の方向性 
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① 体力の向上に向けた学校体育の充実 

体育の授業やクラブ活動・部活動を通して幅広い分野の運動を体験させることで、

児童生徒が生涯にわたって運動に親しむ基礎をつくるとともに、体力の向上を図りま

す。 

また、中学校の体育においては、外部指導者として地域の人材を活用し、笠間市発

祥の武道である合気道を推進します。 

《具体的な事業》 

・体力運動能力の向上を目指した授業の実施【学務課】 

・クラブ活動支援事業【学務課】 

 

② 学校保健と健康・医療教育の充実 

市内の医療機関等と連携した授業の実施により、子どもたちの生活習慣の乱れ、喫

煙、飲酒、薬物乱用などを含めた学校保健・健康・医療教育を充実することで、児童

生徒の健康や医療に関する知識や関心を高めます。また、アレルギー疾患等の新たな

健康課題についても適切に対応し、児童生徒の健康づくりを推進します。 

《具体的な事業》 

・学校医、学校歯科医、学校薬剤師と連携した授業の実施【学務課】 

 

③ 地産地消と食育の推進 

学校給食に地元産品や旬の食材を使用することで、子どもの食の体験を増やし、味

覚を育てるとともに、地産地消による地域振興を目指し、学校と生産者等の食のネッ

トワークを確立するなど、地域全体で食育を推進します。 

《具体的な事業》 

・小学校（中学校）給食管理事業【学務課】 

・学校給食に地域の産物を活用した食育活動の推進【学務課】 

 

 

④ 食に関する指導の推進 

発達段階に応じた食に関する知識と食習慣を指導することにより、正しい食生活 

を実践できる児童生徒を育成するとともに、保護者等へ積極的な啓発活動を行います。 

  《具体的な事業》 

・栄養教諭による食に関する指導等の実施【学務課】 

 

 

 

 

主 な 取 組 
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指標の内容 
基準値 

（平成２７年度実績） 

目標値 

（平成３３年度） 

全国体力・運動能力調査（小学

校における全国平均との比較

Ａ+Ｂ※の割合） 

  ５６．９％   ６０．０％ 

全国体力・運動能力調査（中学

校における全国平均との比較

Ａ+Ｂの割合） 

  ５５．７％   ６０．０％ 

朝ごはんの摂取率（小学生）   ９４．８％  １００．０％ 

朝ごはんの摂取率（中学生）   ９０．６％  １００．０％ 

地産地消強化月間（１１月）に

おける地場産農産物の給食へ

の活用状況 

  ６３．０％   ６４．０％ 

                         
※Ａ+Ｂ：体力テストにおける段階別総合評価：体力テストにおける各測定項目（８項目）から体力 

や運動能力をＡ～Ｅの５段階で評価。評価Ａ、Ｂは上位２段階。 

数 値 目 標 
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（４）特別支援教育の充実 

■ 現況と課題 ■ 

○ 障がいのある児童生徒については、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自

立し社会参加をするために必要な力をつちかうため、一人一人の障がいの状態

などに応じ、特別な配慮のもとに適切な教育を行う必要があります。 

○ 発達障害を含め、障がいのある子どもたちが、通常の学級で学習することを

前提として、一人一人の学習ニーズに応じた教育を提供することが求められて

います。 

○ 平成 28 年度は、市内小学校 10 校に 19 名の特別支援教育支援員を配置し

ており、生活面や学習面での改善が見られています。また、特別支援教育コー

ディネーター等との校内及び各種機関との連携を図ることにより、個別の教育

支援計画に基づく効果的な支援を行っています。 

 

  

 

○ 全ての教職員が児童生徒一人一人の教育的ニーズに対応した指導・支援を行

えるよう、さまざまな形で現れる学習障害やそれらに応じた配慮など、発達障

害への理解促進と専門性向上のための研修の充実を図ります。 

○ 「障害者差別解消法」で義務付けられている合理的配慮に基づいた、ユニバ

ーサルデザインの視点を取り入れた授業を充実します。 

○ インクルーシブ教育システム（注5）の理念を踏まえ、就学前及び特別支援教育

の充実を通して、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校

といった、連続性のある「多様な学びの場」の提供に努めます。 

○ 個別の教育支援計画については、学校間や関係機関も含めた情報交換等によ

り、途切れることのない支援を図っていきます。 

  

                         
（注5） インクルーシブ教育システム：障がいのある者と障がいのない者が共に学ぶ仕組みのこと。 

今後の方向性 
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① 一人一人の教育的ニーズに応じた指導の推進 

小中学校の通常の学級に在籍する学習障害・ADHD（注意欠陥多動性障害）・高

機能自閉症等の特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対する指導体制を整備し、

教職員が子どもたち一人一人の特性について理解を深め、個に応じた指導を推進し

ます。 

《具体的な事業》 

・特別支援教育指導専門員の配置【学務課】 

 

② 特別支援教育支援員の充実 

障がいのある児童生徒の教育の充実を図るため、特別支援教育支援員を計画的に配

置し、教育現場のさまざまな場面において一人一人の教育的ニーズに応じた適切な支

援を行い、各学校での効果的な活用に努めます。 

《具体的な事業》 

・特別支援教育支援員配置事業【学務課】 

 

③ 一貫した教育相談・支援体制の整備 

教育、保育、福祉、保健、医療等の関係機関等と連携協力し、乳幼児期から学校卒

業後までの一貫した、障がいのある子どもとその保護者等に対する相談支援体制・整

備の充実を推進します。また、早期からの個別の教育支援計画（注6）、学童期における

個別の指導計画を作成し活用を図ります。 

《具体的な事業》 

・教育支援委員会の開催【学務課】 

・相談支援体制の整備【学務課】 

 

 

指標の内容 
基準値 

（平成２７年度実績） 

目標値 

（平成３３年度） 

特別な支援を必要とする児童

生徒への対応で課題と感じる

教職員の割合 

  ６４．１％   ４０．０％ 

個別の教育支援計画作成率   ４４．０％  １００．０％ 

                         
（注6）個別の教育支援計画：障害者基本計画に示される「個別の支援計画」のうち、教育機関が中心と 

なって作成する、関係機関の連携による乳幼児から学校卒業まで一貫した支援 
を行うための教育的支援の目標や内容を盛り込んだ計画。 

主 な 取 組 

数 値 目 標 
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（５）時代の要請に応える教育の推進 

■ 現況と課題 ■ 

○ これからの社会を担う子どもたちは、情報や情報手段を主体的に選択し、活

用する情報活用能力に加え、情報を適切に扱うための情報モラルを身に付ける

必要があります。 

○ グローバル化や情報化、少子高齢化など、高度化・複雑化する課題への対応

が必要となるなかで、知識を活用することで付加価値を生み、新たな社会を創

造していく人材や、国際的視野を持ち、個人や社会の多様性を尊重しつつ、他

者と協働して課題解決を行う人材が求められています。 

○ 小中学校においては、タブレット端末や電子黒板等のＩＣＴ機器の整備に加

えて、教員のＩＣＴを活用した指導力の向上が求められています。 

○ 教職員の校務の多忙化が指摘されるなかで、ＩＣＴを活用した校務の効率化

が重要となっています。 

 

 

○ 児童生徒、教職員の情報リテラシーとモラルの確立を図るとともに、児童生

徒の「確かな学力」をより効果的に育成するため、ＩＣＴを積極的に活用しま

す。 

○ 国際化や男女共同参画社会の実現など、時代の流れや社会の変化に対応した

教育を推進します。 

○ ＩＣＴ機器の計画的な整備を図り、児童生徒の学習への興味・関心を高め、

分かりやすい授業や児童生徒の主体的・協働的な学習を推進します。 

○ 教職員の校務の効率化のために、笠間市教育情報ネットワークシステムをコ

ミュニケーションツールとして積極的に活用するとともに、校務支援ソフトの

効果的な活用により情報を共有化し、業務の軽量化に取り組みます。 

 

 

 

 

① インターネット上のマナーや家庭のルールづくりの推進 

児童生徒自身が、携帯電話・スマートフォン・携帯ゲーム機等の安全な使用につい

て考える機会を設けるとともに、家庭でのルールづくりを推進します。また、保護者

の問題意識を高め、「児童生徒を危険から守る」意識の高揚を図ります。 

《具体的な事業》 

・携帯電話、スマートフォン利用による事故防止授業の実施【学務課】 

主 な 取 組 

今後の方向性 
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② 時代の変化に対応する教育の充実 

国際理解教育や環境教育、男女共同参画や人権に関する教育、異なる世代や障がい

のある人との交流・ボランティア活動など、多様な教育活動を通じて、一人一人の個

性を尊重し、互いの違いや良さを認め合い、学び合う児童生徒の育成に努めます。 

《具体的な事業》 

・国際交流事業【市民活動課】 

・男女共同参画事業【秘書課】 

・人権教育事業【生涯学習課】 

 

③ＩＣＴ機器を活用した情報教育の充実 

授業で使用するパソコンや電子教材等ＩＣＴ機器の整備と適切な活用を図り、アク

ティブラーニングとＩＣＴ教育によって児童生徒の学力や情報を活用する能力を効果

的に育む情報教育を推進します。また、校務の軽量化に向け、校務支援システムの運

用や全ての教職員のＩＣＴスキルの向上に取り組みます。 

《具体的な事業》 

・学校ＩＣＴ教育環境整備の推進【学務課】 

・ＩＣＴ支援員を活用した指導サポート【学務課】 

・小中学校教職員全体研修会、教科ごとの利活用講習会の実施【学務課】 

 

 

 

指標の内容 
基準値 

（平成２７年度実績） 

目標値 

（平成３３年度） 

国際交流事業参加者数 １，５００人 ２，０００人 

普通教室の教材提示装置の整備率 ０％ １００．０％ 

校内無線ＬＡＮの整備率 ０％ １００．０％ 

教員のＩＣＴ活用指導力の状

況の割合※（小学校） 
 ６９．２％ １００．０％ 

教員のＩＣＴ活用指導力の状

況の割合（中学校） 
 ７３．３％ １００．０％ 

 

                         
※ 教員のＩＣＴ活用指導力の状況の割合： 

文部科学省が実施する「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」における、授業中に 
ＩＣＴを活用して指導する能力について、「割にできる」「ややできる」と回答した教員の割合。 

数 値 目 標 
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（６）キャリア教育の推進 

■ 現況と課題 ■ 

○ 子どもたちが将来、社会的・職業的に自立し、社会の中で自分の役割を果

たしながら、自分らしい生き方を実現していくための力の育成が求められて

います。  

○ 子どもたちのキャリア発達を促す体験活動として、夏休みを利用した職業

体験事業、市内を中心とした事業所での中学生の職場体験などを実施してき

ました。 

 

 

○ 子どもたちの発達の段階に応じた体系的・系統的な実践を行います。 

○ 学校と地域、企業・ＮＰＯ等との連携を強化し、多様な体験の充実に努めます。 

○ 学校や地域の特色、児童生徒の発達の段階に応じて、指導方針や計画を明確

にし、児童生徒のキャリア発達を促すため、効果的な教員研修を実施します。 

 

 

 

 

① キャリア発達を促す体験活動の充実 

子どもたち一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を

育てるための、実践的・体験的な活動を充実します。また、自然体験活動や職場体験

等の受入先の団体、企業等との連携を強化します。 

《具体的な事業》 

・青少年育成事業【生涯学習課】 

・民間等との連携による職場見学職場体験の実施【学務課】 

 ・キャリア発達を促す体験活動の充実【学務課】 

 

② キャリア教育に関する教員の指導力向上 

校内研修の実施や外部講師の活用、小中学校の教職員の相互連携等により、市内小

中学校が一丸となってキャリア教育に取り組む体制づくりを推進します。 

《具体的な事業》 

・市教育研究会との連携によるキャリア教育担当者指導力向上研修会の実施【学務課】 

 

 

 

主 な 取 組 

今後の方向性 
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指標の内容 
基準値 

（平成２７年度実績） 

目標値 

（平成３３年度） 

人の役に立つ人間になりたい

と思う児童の割合（小６） 
  ９５．７％ １００．０％ 

人の役に立つ人間になりたい

と思う生徒の割合（中３） 
  ９４．４％ １００．０％ 

「将来の夢や目標を持ってい

ますか」に肯定的に答えた児童

の割合（小６） 

 ９０．９％ １００．０％ 

「将来の夢や目標を持ってい

ますか」に肯定的に答えた生徒

の割合（中３） 

 ７４．１％  ９０．０％ 

数 値 目 標 
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（７）学校教育の環境整備 

■ 現況と課題 ■ 

○ 全ての小中学校での耐震化が終了し、施設の老朽改修とトイレ改修、小学校

普通教室へのエアコンの設置など、安心して快適に学ぶことのできる教育・学

習環境の整備に計画的に取り組んでいます。 

○ 学校がさまざまな課題を抱えるなか、保護者や地域住民の意見を取り入れ、

一緒に協働しながら信頼される学校づくりを進めることが求められています。 

○ 人口減少に伴う児童生徒数の減少が進行していることから、学校の適正規模

と適正配置を計画的に推進するとともに、各学校における魅力の向上や特色あ

る学校づくりが求められています。 

○ 東日本大震災の教訓を踏まえ、学校、地域、家庭、行政が連携して学校の防

災力を高めることが重要となっています。 

 

 

 

○ 児童生徒が安全・安心な学校生活を送れるよう、学校施設の安全確保と機能

向上を図っていきます。 

○ 地域との教育におけるビジョンの共有や地域と一体となった教育体制の構築

など、コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）（注7）の導入に向けた取

組を推進します。 

○ 小中学校の行事等における連携の強化、地域や保護者の理解促進、協力体制

の構築により、市内全小中学校での一貫教育の実施を目指します。 

○ 教職員が指導者としての自信と誇りを持ち、指導力を高め合える学校環境づ

くりに努めます。 

○ 児童生徒の安全を確保するため、学校と家庭や地域、関係機関が連携しなが

ら児童生徒の防災教育を進めていきます。その際には、災害時に一人一人がど

のように行動すべきかなどを自ら考え、自立的に行動するための防災教育を行

います。 

 

 

 

                         
（注7）コミュニティ・スクール （学校運営協議会制度）:  

学校と保護者や地域住民がともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させることで、一緒に  

協働しながら子供たちの豊かな成長を支え「地域とともにある学校づくり」を進める仕組み。 

今後の方向性 
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① 安心して学べる環境の整備 

子どもの安全確保及び災害時の防災拠点となるよう計画的に施設の安全性の強化を

図るとともに、笠間市公共施設等総合管理計画（平成２８年１１月策定）と連携して、

適正な維持管理に努め、学習環境の向上を図ります。 

《具体的な事業》 

・小学校校舎エアコン設置事業【学務課】 

・小中学校施設環境改善事業【学務課】 

 

② 地域に開かれた学校づくりの推進 

保護者や地域との信頼と協力に基づく学校教育を推進するため、学校評価や学校公

開を進めるとともに、地域連携を意識し、地域とともにある学校づくりを目指します。 

《具体的な事業》 

・学校評議員による地域に開かれた学校づくりの推進【学務課】 

・地域との連携によるコミュニティ・スクール推進事業【学務課】 

 

③ 小中連携、小中一貫教育の推進 

地域の実情に応じた小中学校の連携や小中一貫教育の推進により、児童生徒が多様

な教職員・児童生徒と関わる機会を増やし、小学生の中学校進学への不安感（いわゆ

る中１ギャップ）を軽減させ、小学校から中学校への生活面・学習面の円滑な接続を

進めます。また、市内小中学校における小中一貫教育を推進するため、既に開校した

義務教育学校をベースに小中一貫教育の充実を図ります。 

《具体的な事業》 

・小中連携、小中一貫教育に向けた取組【学務課】 

・小中学校教員の交流会や合同研修会の実施【学務課】 

・小中一貫教育による９年間一貫した教育課程の充実【学務課】 

 

④ 教職員の資質向上 

いじめや不登校への対応、特別な支援の必要な児童生徒の増加、ICT の活用など、

教職員に求められる資質能力が多様化・高度化するなかで、教育委員会、学校、その

他の関連機関が一体となって、より組織的に課題の解決に取り組むことができるよう、

教職員のニーズを踏まえた効果的・効率的な研修の機会を確保します。 

《具体的な事業》 

   ・笠間市教育研究会補助事業【学務課】 

 

主 な 取 組 



 50 

・教職員の資質向上に係る研修の実施 

（授業づくり研修会、学力向上研修会等）【学務課】 

・教職員の資質向上に係る訪問指導 

（計画訪問、要請訪問、若手教員等配置校訪問）【学務課】 

 

⑤ 安全・防災教育の推進 

災害時において、学校が子どもの安全確保や地域の防災拠点となるよう、計画的な

施設の安全性の確保を推進します。また、保護者や地域と連携した安全教育・防災教

育を充実します。 

 

《具体的な事業》 

・交通安全体験事業【学務課】 

・交通安全啓発事業【市民活動課】 

・通学路施設整備事業【学務課】 

・通学支援事業【学務課】 

・通学路交通安全プログラムに基づいた通学路の安全確保、実施【学務課】 

 
  

指標の内容 
基準値 

（平成２７年度実績） 

目標値 

（平成３３年度） 

コミュニティ・スクール実践校数   ０校    １６校 

小中一貫教育の推進状況   ０％ １００．０％ 

学校の老朽改修整備率 ７２．４％ １００．０％ 

数 値 目 標 
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施策の方針３ 家庭・地域・学校の連携強化 

（１）地域で取り組む教育活動の推進 

■ 現況と課題 ■ 

○ 「教育基本法」では、学校・家庭・地域住民その他関係者が教育におけるそ

れぞれの役割と責任を自覚し、相互の連携・協力に努めることを定めるなど、

学校だけではなく社会全体で子どもたちの健全な育成に取り組むことが求めら

れています。 

○ 国では、「地域とともにある学校づくり」を進める仕組みとして、保護者や地

域の意見を学校運営に反映させ、協働により子どもたちの成長を支えるコミュ

ニティ・スクールを推進しています。 

○ 少子高齢化や核家族化の進展、地域のつながりの希薄化など、子どもたちを

取り巻く環境の変化に対応するため、地域ぐるみで連携し、子どもたちの「生

きる力」につながるさまざまな体験活動が活発に展開されるような仕組みづく

りが求められています。 

〇 本市においても、子ども会事業をはじめ、地域の自主的な安全活動への支援

や各地域のコミュニティ活動の活性化につなげていくための取組を進めていま

す。 

 

 

○ 未来を担う子どもたちを健やかに育むため、学校・家庭・地域が一体となり、

地域全体で教育に取り組む体制づくりを目指します。 

○ 活動を通じて地域のつながり・絆を強化し、地域で学校を支援する仕組みづ

くりを推進することで、地域の教育力の向上を図ります。 

○ 子ども会における体験活動や異年齢交流などの各種事業を通して、家庭や地

域との連携を深めるため、子ども会活動の支援に努めます。 

○ 学校と家庭、地域、関係機関が充分に連携し、地域全体で子どもたちの安全

を見守る環境・体制づくりを推進します。 

 

 

 

 

① 地域による学校支援体制の整備 

教育課題の複雑化により、児童虐待や貧困、教育格差、いじめなどの教育課題全て

を学校教育のみで解決していくことには限界があります。そこで社会全体の教育力の

主 な 取 組 

今後の方向性 
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向上のため、学校・家庭・地域が互いに連携・協力し、ビジョンを共有したうえで、

地域の特性に合った一体的な活動の推進を図ります。 

《具体的な事業》 

・地域との連携によるコミュニティ・スクール推進事業【学務課】 

 

② 地域活動への子どもの参加促進 

子どもたちの社会参加や自己形成を行う場の確保に向けて、環境や福祉などのボラ

ンティア活動や地域資源を活かしたさまざまな体験活動などを提供できる団体や人材

の育成・支援に努め、子どもたちに多様な地域住民との交流や活動機会を提供できる

体制の充実を図ります。 

《具体的な事業》 

・子ども会事業【生涯学習課】 

 

③ 安全・安心な地域環境の確保 

地域のなかで子どもが巻き込まれる犯罪の未然防止を目指し、地域の安全・安心を

守るための地域ぐるみの自主的な地域安全活動を支援します。さらに、「こどもを守る

１１０番の家」について、子どもたちへの周知や協力者の意識啓発、新たな協力を働

きかけるなど事業の充実を図ります。 

《具体的な事業》 

・防犯活動推進事業【市民活動課】 

・「こどもを守る 110 番の家」事業【学務課】 

 

 

 

指標の内容 
基準値 

（平成２７年度実績） 

目標値 

（平成３３年度） 

子ども会加入児童率 ８２．０％   ８５．０％ 

「こどもを守る１１０番の家」

の看板設置数 
  ８７９件 １，０００件 

地域の行事への参加率（小６） ７５．４％ ８０．０％ 

地域の行事への参加率（中３） ４５．８％ ５０．０％ 

数 値 目 標 
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施策の方針４ 生涯学習・文化活動の推進 

（１）生涯学習環境の充実 

■ 現況と課題 ■ 

○ 社会教育施設である公民館は、現代社会の情勢変化に伴い、多様化・高度化

する生涯学習ニーズに応じたイベントや学習機会を提供することが求められて

います。 

○ 市民一人一人が生涯にわたり、多様に学び続けられる学習機会の提供に加え、

学習活動の成果を協働による地域づくりの実践に結びつけることが求められて

います。 

○ 公民館の利用者の固定化や定期的に利用する各種団体の高齢化が進んでいる

ことから、市民の誰にとっても利用しやすく必要とされる施設となることが求

められています。 

○ 学習ニーズや現代的・社会的な課題に対応し、生涯学習施策を総合的に推進

するため、生涯学習推進体制の充実が求められています。 

○ 施設利用上の安全面を確保するため、公民館施設の整備や定期的な保守点検、

適切な修繕・補修等を行うことが求められています。 

○ 平成２８年度に運営を開始した地域交流センターともべ及び平成２９年度建

設・運営開始を予定している地域交流センターいわまは、地域活動や市民交流

の促進、また、健康増進や地域活性化の拠点として、誰もが利用しやすい施設

となることが期待されています。 

 

 

 

○ 市民の生涯学習ニーズを的確に把握し、新規講座の開設や既存講座の見直し

を行い、目的に応じた学習内容の提供に努めます。 

○ 公民館事業を通じて、市民が学び合い、地域文化の創造や地域づくり・まち 

づくりの実現など、市民自治の進展を図る運営を目指します。 

○ 利用者が安全・安心に利用できる公民館、地区公民館を維持するため、保守

管理や必要に応じた修繕・補習等を行います。 

○ 地域交流センターともべ及び地域交流センターいわまは、市民や市民活動団

体に広く活用される施設として、地域活動や市民交流を促進し、地域の特色を

活かした魅力ある運営を目指します。 

 

今後の方向性 
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① 生涯学習機会の創出と学習情報の提供 

健康や防災など多様な分野における横断的な連携を図りながら、幅広い年代が参加

しやすい時間帯での講座の開設や講座情報の提供に努めるとともに、専門的な研究機

関や地域資源を活用したさまざまな学習機会や学習情報の提供を推進します。 

《具体的な事業》 

・公民館講座運営事業【笠間・友部・岩間公民館】 

 

② 生涯学習推進体制の充実 

生涯学習施策を総合的に推進するため、各種施策の調整を充分図り、複雑化・高度

化した生涯学習課題に効果的・効率的に対応する施策の展開に努めます。 

《具体的な事業》 

・生涯学習推進体制の充実【生涯学習課】 

・市民展覧会の開催【笠間・友部・岩間公民館】 

・公民館まつりの開催【笠間・友部・岩間公民館】 

 

③ 生涯学習環境の整備 

公民館や図書館等の生涯学習の拠点施設の適切な管理運営と老朽化した施設の計画

的な整備を推進し、誰もが、いつでも、どこでも学習活動を行いやすい学習環境の充

実に努めます。 

《具体的な事業》 

・公民館施設整備事業【笠間・友部・岩間公民館】 

※笠間公民館は地区公民館を含む。 

・岩間体験学習館（分校）管理運営事業【生涯学習課】 

 

④ 地域との連携とコミュニティの活性化 

地域住民の生涯学習活動と地域の個性を活かしたコミュニティの活性化を推進する

ため、地区公民館の活用や地域の活動を支援します。 

また、笠間市駅周辺整備活性化プランに位置付けられている地域交流センターは、

地域社会の連携とふれあいを深めるための地域活動拠点として、運営協議会を中心に

地域の声を反映させ、市民や市民活動団体が利用しやすい施設となるよう運営してい

きます。 

《具体的な事業》 

・地区公民館運営事業【笠間公民館】 

・花によるまちづくり事業【生涯学習課】 

主 な 取 組 
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・笠間市地域交流センターともべ運営協議会の実施【市民活動課】 

・笠間市地域交流センターいわま建設・運営協議会の実施【市民活動課】 

・地域交流センターを拠点とした市民活動、地域活動の推進【市民活動課】 

 

 

 

 

指標の内容 
基準値 

（平成２７年度実績） 

目標値 

（平成３３年度） 

公民館利用者数 １８１，２９４人 １９５，０００人 

地域交流センター利用者数 
１１０，０００人 

（平成３０年度目標値） 
１３５，０００人 

数 値 目 標 
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（２）家庭の教育力の向上 

■ 現況と課題 ■ 

○ 「教育基本法」では、子どもの教育の第一義的な責任が保護者にあり、必要

な生活習慣の習得、自立心の育成、心身の調和のとれた発達を図るよう努める

ことと、国及び地方公共団体が、家庭教育の自主性を尊重しつつ、その支援策

を行うように努めることを定めています。 

○ 県では平成 20 年度より「家庭の教育力向上プロジェクト事業」を展開し、

市町村や PTA、就学前教育施設等が連携・協力しながら、保護者の学ぶ機会を

提供することで、家庭教育の重要性の啓発や保護者の意識改革を図ってきまし

た。 

○ 本市では、子どもたちの健やかな成長と家庭の教育力の向上を目指し、市内

保育所（園）、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校において家庭教育学級

36 学級を開設しています。 

○ 毎年１０月から１１月に各小学校で実施している就学時健康診断時において、

次年度小学校へ入学する保護者を対象に、社会教育指導員が講師となり、子ど

もとの関わりや入学までに身に付けるべき生活習慣等、家庭教育の基礎的な講

話を行っています。 

 

家庭教育学級参加率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 27 年度、東小・佐城小・箱田小が笠間小に統合。 
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○ 家庭教育学級は、子育てに役立つ知識や技能を身に付けるために必要な場で

す。悩みを相談したり、不安を取り除く場であるということをより多くの保護

者が知り、講座等に参加しやすくなるための工夫や周知を行っていきます。 

○ 各学級がそれぞれの実情に応じた課題に積極的に取り組めるよう、情報提供

や必要に応じた支援策を講じていきます。 

 

 

 

① 家庭教育の支援 

全ての保護者が安心して子育てや家庭教育を行うことができるよう、幼稚園、認定

こども園、保育所（園）、小中学校など多様な主体と連携しながら、同世代の子どもを

持つ保護者が自ら企画・実施する家庭教育学級事業に対する支援を充実します。 

《具体的な事業》 

・家庭教育学級事業の推進【生涯学習課】 

・就学前から小学４年生の子を持つ保護者向けの冊子「家庭教育ブック」の配布 

【生涯学習課】 

 

※ 平成 27 年度、東中が笠間中に統合。   

※ 平成 24～26 年度は、笠間中等で大規模な講演会を実施。参加者数に生徒数も算入。 

※ 参加率＝参加人数÷（1 学年児童・生徒数×回数） 

（小中学校では各学級とも第 1 学年で実施することが通例となっているため、児童生徒数の分

母は第 1 学年のものとした。実施報告書では参加人数の児童生徒・保護者の別を明記してこな

かったため、親子で実施した事業で児童生徒数が算入されている場合がある。） 

主 な 取 組 

今後の方向性 
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②学習機会の提供 

保護者が家庭において、子どもの発達段階に応じた適切な子育てや教育ができるよう、

家庭教育に関する啓発や情報の発信、家庭教育に関する講演会や懇談会の開催など学習

機会の提供を行います。 

 

《具体的な事業》 

・家庭教育に関する情報発信【生涯学習課】 

・家庭教育に関する講演会や懇談会の開催【生涯学習課】 

 

 

 

指標の内容 
基準値 

（平成２７年度実績） 

目標値 

（平成３３年度） 

家庭教育学級参加率（小学

校） 
     ７．５％  １０．０％ 

家庭教育学級参加率（中学

校） 
     ７．０％  １０．０％ 

数 値 目 標 
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（３）青少年の健全育成 

■ 現況と課題 ■ 

○ 家族形態の変化や家庭生活や価値観の多様化、スマートフォンや携帯電話が

普及したことによるインターネットへの依存など、子どもや若者が直面する問

題は多様化・複雑化しています。 

○ 県では、青少年に関係が深く、青少年の健全育成に向けた取組に協力いただ

ける店舗を「青少年の健全育成に協力する店」と位置付けて、その登録を推進

しており、市内店舗の加入率は７割以上となっています。 

○ 本市では、PTA 代表者や学校教員などで構成される笠間市青少年相談員が、

「地域の目」として学校や警察、協力店舗などと互いに連携し合いながら、青

少年の健全育成と非行防止を目指して活動しています。 

 

 

 

○ 学校、地域、関連機関との連携の強化を図りながら、子どもたちの健全育成

を推進します。 

○ 青少年相談員を中心とした青少年の健全育成・非行事故防止についての広報・

啓発を実施します。また、有害図書の実情把握のため、店舗の立ち入り調査などを

行うとともに、イベント時の少年非行を未然に防止するため、巡回指導を行います。 

○ 青少年の職業体験活動やボランティア活動の支援に努めます。 

 

 

 

① 青少年健全育成推進体制の確立 

子どもたちを取り巻く環境の変化に対応するため、青少年相談員を中心に青少年の

非行防止、犯罪被害の未然防止活動に取り組みます。さらに、さまざまな分野におけ

る関係機関や地域との連携を強化し、子どもたちとその家族を支援する取組を推進し

ます。また、青少年健全育成団体と連携して青年リーダーの育成など、地域人材の育

成に取り組みます。 

《具体的な事業》 

・笠間市学校警察連絡協議会の開催【学務課】 

・青少年相談員による「青少年の健全育成に協力する店」の訪問活動、「学校訪問」、 

「夏まつり及び卒業式」巡視、自動販売機（有害図書）の立入調査【生涯学習課】 

・市内小学５、６年生を対象とした「職業体験事業」【生涯学習課】 

・青少年育成市民会議事業【生涯学習課】 

主 な 取 組 

今後の方向性 
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指標の内容 
基準値 

（平成２７年度実績） 

目標値 

（平成３３年度） 

「青少年の健全育成に協力

する店」加入率 
    ７６．０％   ８０．０％ 

青少年相談員の各種事業へ

の参加人数（延べ人数） 
     ２００人    ２５０人 

数 値 目 標 
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（４）文化芸術に親しむ機会の充実 

■ 現況と課題 ■ 

○ 文化や芸術は、個性ある地域文化の創造、生活や人生に彩りを与えるものと

して欠かすことができないものであり、まちづくりや観光・産業など幅広い分

野とも深い関わりをもっています。 

○ 本市では、フランス有数のリゾート地のクールシュヴェールで毎夏開催され

る「クールシュヴェール夏期国際音楽アカデミー」の日本開催版として、「茨城

国際音楽アカデミーin かさま」を実施しています。世界最高峰の講師陣による

ヴァイオリンとピアノのレッスンを開催し、世界に羽ばたく若手音楽家を育て

るとともに、街角コンサートや関連プログラムを通して地域のイメージアップ

と音楽文化の振興を図っています。 

○ 本市には、笠間焼をはじめ日本のみならず世界に誇る歴史と風土が育んだ文

化芸術資源が数多く存在します。 

○ 各種文化団体は高齢化が進行するとともに、団体数も減少傾向にあるため、

若い世代が気軽に参加できる文化芸術活動のあり方が求められています。 

 

 

 

○ 誰もが優れた文化芸術に気軽に触れることができる機会を提供します。 

○ 茨城県との共催により、平成 28 年度から「茨城国際音楽アカデミー in かさ

ま」と名称を変更して事業を継続実施し、さらなる若手音楽家の育成や地域音

楽文化の振興を図ります。 

○ 多様な文化芸術活動を推進するため、鑑賞機会や文化芸術活動の成果を発表

する機会を充実します。 

○ 関連施設と連携した文化芸術資源の有効活用を推進します。 

 

 

 

① 鑑賞機会の充実 

小中学校への芸術家・アーティストの派遣・公演、「茨城国際音楽アカデミー in か

さま」のように国際的な事業の継続と内容の充実、高齢者の市内美術館等への招待に

より、世代を問わず市民が芸術に触れることのできる機会の提供を推進します。 

《具体的な事業》 

・青少年劇場小公演事業【生涯学習課】 

主 な 取 組 

今後の方向性 
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・茨城国際音楽アカデミー in かさま事業【生涯学習課】 

・高齢者芸術鑑賞事業【生涯学習課】 

 

② 発表機会の充実 

市民が文化・芸術に親しむことができるよう、その活動の成果を発表できる多様な

機会の充実を図ることで、文化・芸術に親しむ人の輪を広げます。また、文化・芸術

に対する市民意識の高揚を図り、地域資源の活用を推進するため、市民団体の活動を

積極的に支援するとともに、幅広い年齢層の参加を促進します。 

《具体的な事業》 

・全国こども陶芸展推進事業【生涯学習課】 

・市民展覧会の開催【笠間・友部・岩間公民館】 

・公民館まつりの開催【笠間・友部・岩間公民館】 

 

 

 

指標の内容 
基準値 

（平成２７年度実績） 

目標値 

（平成３３年度） 

青少年劇場小公演鑑賞者数   ２，４１８人  ２，５００人 

茨城国際音楽アカデミーin

かさま 来場者数 
  ２，６０１人  ３，０００人 

全国こども陶芸展作品応募

数 
  １，３１９点  １，７００点 

 

数 値 目 標 
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（５）文化財の保護と活用 

■ 現況と課題 ■ 

○ 市内には、140 件を超える指定文化財が保有されていますが、そのほとんど

は市民が自由に見学することができない状況となっています。また、それらの

文化財の所有者・管理団体の高齢化と構成人数の減少が進んでおり、今後適切

な維持管理に支障をきたす恐れがあります。  

○ 笠間城跡は、基礎調査の結果、国指定史跡としての価値がある可能性がある

ということが分かり、平成 25 年度より本格的な調査を行い、今後も各種調査

が予定されています。調査の進捗状況については、「笠間歴史フォーラム」にお

いて毎年報告しています。 

○ 専門職員を配置し、文化財保護に関する庁内の体制は整備されましたが、笠

間の歴史を研究する次代の専門家の育成が課題となっています。 

 

 

 

○ 文化財の公開を行うことで、市民が身近な地域の歴史や文化を学び、文化財

保護への意識醸成を図ることのできる機会を提供します。 

○ 笠間城跡の歴史的価値、研究結果について市民に周知・ＰＲを行うことで、

郷土を愛する意識の高揚を図ります。 

○ 郷土の歴史に関する調査・研究を行うため、市史研究員が「笠間市市史研究

室」において、歴史資料の整理や調査を行います。 

 

 

 

① 文化財の適切な保護と活用 

文化財の調査・研究に努め、教育や観光との分野横断的な連携を図るとともに、市

民や大学等の専門機関等との協働による適切な保護・活用を推進します。さらに、次

世代に継承するべき文化財の保護に対する意識を醸成するため、普段目にすることの

できない貴重な文化財を一斉公開します。また、案内やサインなどの計画的な設置を

含め、適切な修復と環境整備・情報発信の強化・充実を図ります。合わせて、維持・

管理の担い手や郷土の歴史の専門家などの人材の育成に取り組みます。 

《具体的な事業》 

・笠間城跡保存整備調査事業【生涯学習課】 

・埋蔵文化財保護事業【生涯学習課】 

・文化財公開事業【生涯学習課】 

・学生ボランティアによる文化財の解説【生涯学習課】 

主 な 取 組 

今後の方向性 
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・資料館運営事業【生涯学習課】 

・市史研究事業【生涯学習課】 

 

指標の内容 
基準値 

（平成２７年度実績） 

目標値 

（平成３３年度） 

歴史民俗資料館の入場者数       １，４６１人   １，６００人 

歴史、産物等地域資源に 

係る講座等の参加者数（年間） 
２２５人 ３５０人 

「文化財公開」来場者数 
      ２，３８０人 

（平成２８年度実績） 
  ３，０００人 

数 値 目 標 
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施策の方針５ スポーツの振興 

（１）生涯スポーツの振興 

■ 現況と課題 ■ 

○ 国は「スポーツ基本計画」において、「スポーツを通じて全ての人々が幸福で

豊かな生活を営むことができる社会」の創出を目指し、各種政策を推進してい

ます。 

○ スポーツは、健康の保持・増進、体力の向上に役立つとともに、明るく豊か

で活力に満ちた社会づくりにつながります。特に児童生徒にとっては、スポー

ツは人間形成に大きな影響を与えるものであり、心身の両面にわたる健全な発

達に不可欠なものとなっています。 

○ 本市では、合気道やゴルフなど笠間市の特色あふれるスポーツの推進のほか、

スナッグゴルフなどのニュースポーツの普及にも力を入れています。 

○ スポーツ活動の向上を図るうえで、指導者の役割は極めて重要であり、市民

が継続的にスポーツに親しむきっかけとなります。単に技術・技能指導だけで

はなく、スポーツの楽しさを教えてくれる指導者、初心者が興味や関心を持つ

ような指導をしてくれる指導者が求められています。 

 

 

○ いつでも、どこでも、誰とでも、いつまでも気軽にスポーツに親しめる環境

を整備します。 

○ 大学との連携による指導者の育成、市民のスポーツに対する満足度の向上な

ど、全ての人が互いにメリットを享受できる環境の構築を目指します。 

○ 市民や児童生徒が適切にスポーツ活動を行えるよう、各団体における指導者

の養成を支援します。 

 

 

 

① スポーツに親しめる機会の提供 

教育、福祉、保健など各分野との連携を図りながら、各世代や状況に応じたスポー

ツの機会確保とスポーツを通じた市民交流を促しながら、誰もが身近にスポーツに親

しめる環境づくりを推進します。また、全国規模のスポーツ大会の招致や、姉妹都市

とのスポーツ交流活動、マラソン大会などの一層の活性化を図ります。 

 

主 な 取 組 

今後の方向性 
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《具体的な事業》 

・かさま陶芸の里ハーフマラソン大会事業【スポーツ振興課】 

・県下中学校交歓笠間市駅伝大会事業【スポーツ振興課】 

・各種スポーツ教室開催事業【スポーツ振興課】 

・姉妹都市スポーツ交流事業【スポーツ振興課】 

・市民運動会事業【スポーツ振興課】 

 

② スポーツ指導者の養成と確保 

指導体制を充実させることにより、スポーツ活動への参加意識の向上を図ります。

また、指導体制の充実を図るため、体育協会や大学との連携により、指導者の養成と

資質の向上を目的に指導者研修会を行っています。今後、専門的知識を備えたスポー

ツ指導者の養成と確保をさらに推進します。 

 

《具体的な事業》 

・スポーツ推進委員活動支援事業【スポーツ振興課】 

・大学連携による指導者の育成【スポーツ振興課】 

 

 

 

指標の内容 
基準値 

（平成２７年度実績） 

目標値 

（平成３３年度） 

スポーツ大会・教室参加者

数 
    ９，０２５人   １０，０００人 

 

 

数 値 目 標 
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（２）茨城国体、東京オリンピック・パラリンピックに向けた取組 

■ 現況と課題 ■ 

○ 平成 31 年に「翔べ 羽ばたけ そして未来へ いきいき茨城ゆめ国体」（茨城

国体）が開催され、本市においては、正式競技３競技「ゴルフ（少年男子・女

子）」・「軟式野球（成年男子）」・「クレー射撃（全種目）」、デモンストレーショ

ンスポーツ１競技「合気道」が実施されます。 

○ 東京オリンピック･パラリンピックの開催決定後、県では「茨城県東京オリン

ピック･パラリンピック推進本部」を設置し、東京オリンピック・パラリンピッ

ク開催に向けた機運の醸成を図っています。 

○ 以前より交流のあるタイ王国のホストタウンとして本市が登録されるなど、

東京オリンピック・パラリンピックの開催により多くの選手・観客等が来訪す

ることを契機とした、地域の活性化が求められます。 

 

 

○ 茨城国体における各競技の運営は、会場地となる自治体が行うこととなるた

め、国体運営に必要な組織の設置準備から組織運営を行い、茨城国体の成功及

びスポーツ・レクリエーション・競技スポーツの振興を図ります。さらに、市

民と参加者の交流が図られ、「笠間市の魅力を発信する大会」となるよう努めま

す。 

○ 茨城国体や東京オリンピック・パラリンピック等の大規模なスポーツイベン

トを契機に、トップスポーツと地域・学校との連携・協働の推進、さらに、ス

ポーツへの関心を高めることによる生涯スポーツのさらなる普及・振興を図っ

ていきます。 

 

 

 

 

① 笠間市の特色を活かしたスポーツの推進 

開祖修練の地である合気道や世界大会で活躍する選手を輩出しているゴルフなど、

本市の特色あふれるスポーツの推進を図ります。また、ホームタウンの一つとなって

いる水戸ホーリーホックなどのプロチームの支援を通じて、スポーツを「する」だけ

でなく「みる」「支える」機会の創出に努めます。 

《具体的な事業》 

・地域の人材を活用したスポーツ活動の推進【スポーツ振興課】 

・市長杯スナッグゴルフ大会事業【スポーツ振興課】 

主 な 取 組 

今後の方向性 
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・水戸ホーリーホック・ホームタウン地域交流事業【スポーツ振興課】 

・スポーツ奨励金事業【スポーツ振興課】 

 

② 茨城国体、東京オリンピック・パラリンピックを契機としたスポーツの振興 

大学との連携協定の締結により、トップアスリートや学生のイベントへの参加やス

ポーツ指導者の派遣など、茨城国体や東京オリンピック・パラリンピックに向けた市

民の意識高揚を図ります。さらに、全市民が総力をあげて、郷土を代表する競技者を

応援するとともに、積極的にボランティアとして大会に参画するなど、大会の成功に

向けて一人一人が活躍する機運の醸成を目指します。 

また、ホストタウンとして登録されたタイ王国とのさまざまな交流活動事業を推進

します。 

《具体的な事業》 

・スポーツ振興事業（オリンピックや国体等を見据えたスポーツ振興計画の見直し） 

【スポーツ振興課】 

・茨城国体推進事業【スポーツ振興課】 

・東京オリンピック・パラリンピックホストタウン推進事業【スポーツ振興課】 

 

 

 

指標の内容 
基準値 

（平成２７年度実績） 

目標値 

（平成３３年度） 

１年間に運動やスポーツに

関わった人の割合 
新規      ５０．０％ 

 

数 値 目 標 



 69 

 

 

 

（３）スポーツ施設の整備充実 

■ 現況と課題 ■ 

○ 市民がスポーツ活動を行ううえで、スポーツ施設は大きな役割を果たしてい

ます。また、スポーツ施設は大規模災害時の避難場所にも指定されているため、

防災活動の拠点として活用されていますが、老朽化した施設もあることから、

市民が安全・安心にスポーツを楽しむためにも、施設の改修、修繕を計画的に

行うことが求められています。 

○ 多様化する市民ニーズに対応し、市民サービスの向上を図るとともに、施設

の効用を高めるため、指定管理者による施設の管理・運営を行っており、平成

28 年 4 月現在、笠間市民体育館、笠間市総合公園、岩間総合運動公園、笠間

武道館、岩間海洋センターなどのスポーツ施設が運営されています。 

○ 学校体育施設は、市民のスポーツ実践の場の一つで、活発な交流が期待され

るコミュニケーションの場としての役割が求められています。 

 

 

○ 誰もが施設を快適に利用できるよう、バリアフリーに配慮した施設の計画的

な改修、修繕を図ります。 

○ 指定管理者と連携した適切な施設の維持・管理及び直営施設の維持・管理を

推進します。 

○ 市主催の事業に加え、指定管理者による各種イベントやスポーツ教室の開催

など、市民がスポーツを気軽に行える環境や健康増進のための幅広い機会を提

供します。 

○ 市民の身近なスポーツの実践の場、地域のコミュニケーションの場として、

学校体育施設を市民に開放します。廃校となった学校の体育施設についても活

用を推進します。 

 

 

 

① スポーツ施設の整備充実と利用拡大 

スポーツ活動の拠点となる各種スポーツ施設について、安全性に配慮した計画的な

整備と維持管理を行い、誰もが手軽にスポーツに親しみ参加できるよう、スポーツ環

境の整備充実を図ります。 

また、市民にとって身近なスポーツの実践の場であり、地域の交流の場としての役

割が望まれていることから、学校体育施設の活用を促進します。 

 

主 な 取 組 

今後の方向性 
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《具体的な事業》 

・体育施設管理運営事業【スポーツ振興課】 

・学校体育施設開放事業【スポーツ振興課】 

 

 

 

 

指標の内容 
基準値 

（平成２７年度実績） 

目標値 

（平成３３年度） 

学校体育施設開放事業 

利用団体数 
１５８団体 １８０団体 

スポーツ施設利用者数 ２６７，９８０人 ２８０，０００人 

数 値 目 標 
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（４）スポーツ関係団体の連携強化 

■ 現況と課題 ■ 

○ 少子化によるスポーツ少年団の団数と団員数の減少が課題となっていること

から、組織の強化、充実を図るとともに、子どもたちのスポーツへの関心を高

めることが求められています。  

○ 競技力の向上を図るための指導者の育成については、指導者講習会の開催に

よりスポーツ少年団における指導者資格保有率が向上していますが、引き続き

指導者の育成が求められます。 

○ 笠間市体育協会は、体育、スポーツ・レクリエーションの普及と進行を図る

と同時に相互の親睦を深め、市民の体力向上と健康増進を通し、明るいまちづ

くりに寄与することを目的に設立されました。現在 26 団体が所属し、各種ス

ポーツ大会やスポーツ教室を開催しています。 

○ 体育協会や各競技団体が指導者の養成や指導技術の向上を図り、競技を志向

した選手がスポーツに専念できる環境づくりを推進する必要があります。 

 

 

○ スポーツ少年団の本来の目的である「青少年の健全育成」に向けた活動に取

り組めるよう支援を行います。 

○ スポーツを推進する組織を育成・支援することで、スポーツに取り組む市民

の増加を目指します。 

○ 体育協会加盟団体による各種事業の開催により、競技スポーツ推進の基盤強

化を図ります。また、各競技団体が自立性を備えた組織へ一層発展するよう働

きかけを行うとともに、体育協会の自主運営化を推進します。 

○ 体育協会との連携により体制づくりを推進し、技術指導、指導法、審判技術

並びに安全管理に関する研修会の充実を図ります。 

 

 

 

① スポーツ関連団体の育成・連携強化 

体育協会、スポーツ少年団及びスポーツ推進協議会の実施する事業の支援により、

より多くの市民がスポーツ・レクリエーションに親しむことのできる機会を提供しま

す。また、指定管理者との連携により、施設の円滑な管理運営及び市民ニーズに合っ

た幅広い年齢層の参加が促進できる各種教室を積極的に開催します。 

 

主 な 取 組 

今後の方向性 
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《具体的な事業》 

・体育協会支援・強化事業【スポーツ振興課】 

・スポーツ少年団補助金交付事業【スポーツ振興課】 

・体育施設管理運営事業【スポーツ振興課】 

指標の内容 
基準値 

（平成２７年度実績） 

目標値 

（平成３３年度） 

スポーツ少年団指導者の有

資格率 
      ６６．３％       ７５．０％ 

スポーツ少年団加入率       １５．０％       ２０．０％ 

数 値 目 標 
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施策の方針６ 図書館活動の推進 

（１）図書館資料の充実 

■ 現況と課題 ■ 

○ 平成 24 年度から平成 27 年度まで図書館の貸出点数が、人口８万人未満の

市町村では全国第１位となるなど、全国でもトップレベルであり、その他の開

館時間や利用者数などについても県内トップクラスの実績を上げています。 

○ タブレット端末やスマートフォン等の急速な普及により、図書館以外に情報

を入手する手段が増加し、市民が自主的に読書する時間は減少しています。 

○ 市民の多様化したニーズに対応するため、図書館で読みたい本を自由に選ん

で読み、読書の楽しみを享受できるよう資料の整備に努めるとともに、利用し

やすい環境づくりが求められています。 

○ 「笠間市教育振興計画策定のためのアンケート調査」では、専門書や雑誌、

視聴覚資料（CD・DVD 等）の充実を望む意見が多く寄せられています。 
 

入館者数の推移 

 

 

 

 

 

 

貸出点数の推移 
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○ 収集・整理・保存を適切に行い、利用者のニーズに合わせ専門書や視聴覚

資料等を含めた図書館資料の整備と充実を図ります。 

○ 生涯学習施設として、市民の自主的な読書、調査研究、学習情報収集の活

動を支援していきます。 

○ 利用者の蔵書構成についての要望が年々増加傾向にあるため、市民が必要

とする資料をできる限り提供できるよう、県や近隣自治体との相互貸借サー

ビスを積極的に活用していきます。 

 

 

 

 

 

① 収集・整理・保存による図書館資料の整備と充実 

図書館は、生涯学習の場であり、地域の振興に貢献するコミュニティの中核として、

図書館資料の収集、整理・保存、提供を適切に行うことにより、利用者のニーズに合

った図書館資料の整備と充実を図ります。 

《具体的な事業》 

・資料の収集（選定、発注、寄贈資料の受け入れ等）の実施 

・資料の整理・保存（整理、配架、延滞督促等）の実施 

・資料の提供（貸出、相互賃借サービス、レファレンス、読書相談等）の実施 

・未所蔵資料の要望対応のため、県立図書館や市町村立図書館等との相互貸借の実施 

 

 

 

 

 

指標の内容 
基準値 

（平成２７年度実績） 

目標値 

（平成３３年度） 

図書館利用新規登録者数 ２，３３５人 ２，２１０人 

図書館蔵書点数   ５７０，４５６点  ６５３，０００点 

主 な 取 組 

今後の方向性 

数 値 目 標 



 75 

 

 

（２）図書館利用者サービスの充実 

■ 現況と課題 ■ 

○ 図書館では、さまざまな資料や各種講座の提供、ギャラリーを利用した情

報の発信等により、幅広い分野の学習情報・機会、地域情報を提供していま

す。 

○ 図書館利用が困難な市民に対する図書館サービスの充実を図ることが求め

られています。 

○ 図書館は図書の貸出のみらず、地域の発展を支える情報拠点になることが

求められています。 

○ 図書館だより（幼年版・小学生版・中学生版、教職員向け）、広報かさま、

市立図書館ホームページ、図書館の公式ツイッターなどによる市民への情報

発信サービスを積極的に行っています。 

○ 所蔵する郷土資料のデジタル化を進め、インターネットを通じて発信する

など、新しい図書館サービスを提供することが課題となっています。 

 

図書館資料案内（レファレンス）件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

図書館資料展示回数の推移 

 

 

 

 

 9

31

53
60

84

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

(回)

資料：笠間図書館

1,951

6,051

7,430 7,723

6,462

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

(件)

資料：笠間図書館



 76 

 

 

○ 利用者のさまざまなニーズに対応するため、広い分野におけるさまざまな

学習情報・機会を提供できるよう努めていきます。 

○ 高齢者や障がいのある方へ配慮した支援の充実に努めます。 

○ 図書館協議会の活用により、図書館サービスの在り方を検討するなど、利

用者満足度の高い図書館運営を行います。 

○ 課題解決のための的確な情報提供など、社会の変化に応じた図書館利用者

サービスの充実を図ります。 

○ 職員の資質向上を目指した研修により、図書館サービス体制の強化・推進

に努めていきます。 

○ 市民が図書館をさらに利用しやすくなるよう、多くの媒体を活用し、情報

発信サービスを充実させていきます。 

 

 

 

 

① 情報・学習機会の提供 

多様な利用者の要望に応じた図書館資料および情報（地域情報等）の提供、利用者

の要求に基づく適切な資料案内・調査（レファレンスサービス）の提供、各種講座の

実施等を通じて、市民生活の質の向上につながるさまざまな学習情報・機会の提供を

促進します。 

《具体的な事業》 

・資料案内・調査（レファレンスサービス）の実施 

・各種講座の実施やギャラリーを活用した情報提供 

・高齢者や弱視者等を対象とした大活字本の購入 

・広報誌や図書館資料の音声化等による音訳サービスの提供 

・図書館職員や専門職員の育成や資質の向上を図るための研修会の充実 

 

② ＩＣＴを活用した情報発信サービスの充実 

図書館ホームページから、３館内の蔵書検索や予約、掲示板（各館からのお知らせ）

など、ＩCT を活用した各種の情報発信サービスを充実させます。これにより、自宅等

から必要な時に情報提供が受けられる環境づくりを促進します。 

《具体的な事業》 

・新図書館システム導入による検索利便性の向上 

主 な 取 組 

今後の方向性 
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・図書館ホームページ、公式ツイッターによる情報の発信 

・所蔵する郷土資料のデジタル化による図書館サービスの刷新 

  

 

 

指標の内容 
基準値 

（平成２７年度実績） 

目標値 

（平成３３年度） 

図書館資料案内件数 

（レファレンス件数） 
    ６，４６２件     ５，５００件 

公式ツイッターフォロワー数     １，２８５人     ３，８００人 

数 値 目 標 
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（３）学校図書館との連携 

■ 現況と課題 ■ 

○ 平成 24 年に改正された「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」（平成

24 年文部科学省告示第 172 号）のなかで、児童・青少年サービスにおいて、

公立図書館は学校等の教育施設等との連携に努めることとされています。 

○ 本市では、平成 27 年に策定した「第二次笠間市子ども読書活動推進計画」

に基づき、図書館の学校図書館に対する支援として、児童生徒に対する調べ

学習支援、図書館資料の提供などの取組を行っています。 

○ 「笠間市子ども読書活動推進計画」の５年経過時点アンケート調査（市内

全小中学校対象）では、学校側から市立図書館に対する要望が寄せられてお

り、学校図書館に対する図書館のさらなる支援が求められています。 

 

 

 

○ さまざまなサービスを通じて、学校図書館に対する図書館の支援・連携の

強化に努めます。 

○ 学校図書館との連携・支援をさらに進めるため、学校向けの貸出用資料の

整備、充実に努めていきます。 

○ 年齢に応じた新刊図書の案内、移動図書館等、さまざまなニーズをくみと

り、子どもたちが読書の楽しさを知り、読書の幅を広げられる支援をします。 

○ 子どもたちの手にわたる資料や情報が充実するよう、情報収集や物流ネッ

トワークの整備に努めます。 

 

 

 

 

① 学校図書館に対する支援・連携 

幼稚園、認定こども園、保育所（園）、小中学校や児童クラブへの団体貸出による一

層の充実を図ります。また、学校や関係機関・ボランティア団体とのさらなる連携協力

のもと、学校図書館に対する支援と連携を推進します。 

《具体的な事業》 

・授業に必要な資料の提供による教職員・児童生徒への学習支援 

主 な 取 組 

今後の方向性 
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・団体貸出による「朝の読書」等読書活動の支援 

・「図書館だより」や本のリストの配布等によるさまざまな情報の提供 

・「としょかん１年生」事業による図書館利用の案内と促進 

・図書館見学・職場体験・インターンシップの受入による学習機会の提供 

・読み聞かせに関する研修会や図書資料の整理方法についてのアドバイス等による 

学校図書館及び「学校図書ボランティア」への支援 

 

 

 

 

指標の内容 
基準値 

（平成２７年度実績） 

目標値 

（平成３３年度） 

団体貸出点数   １０，１３２点  １１，０００点 

学校等への貸出点数      ４，７８４点 ４，８００点 

数 値 目 標 



 80 

 

（４）子ども読書活動推進計画の取組 

■ 現況と課題 ■ 

○ 国は、「子どもの読書活動の推進に関する法律」（平成 13 年公布・施行）に

基づき、平成 14 年に「子どもの読書活動推進に関する基本的な計画（第一次）」

を策定しました。その後、平成 20 年に第二次計画、平成 25 年に第三次計画

をそれぞれ策定しています。また、県も国の動きを受け、平成 27 年に「いば

らき子ども読書活動推進計画（第三次推進計画）」を策定しています。 

○ 図書館と学校図書館、地域住民との連携により、子どもの読書活動を質的

に高めることが求められています。 

○ 本市においても、平成 27 年に「第二次笠間市子ども読書活動推進計画」

を策定し、家庭、学校、地域、図書館を通じた社会全体における読書活動の

推進や、施設・設備等の整備・充実などを進めています。 

○ 子どもの成長の発達段階、一人一人を取り巻く状況や個性に応じて、その

子にふさわしい本との出会い、読書に親しめるような時間や環境づくりによ

り、活字の多い本を自分から進んで読まないという状況の改善が求められて

います。 

 

□ おはなし会・読書フェスティバル参加者数の推移 
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資料：実施計画・事務事業評価調書（H23-27）
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○  市民やボランティアとの協働により、地域を支える図書館づくりに努めま

す。 

○ 家庭や地域の教育力の低下が指摘されるなか、子どもの読書活動の一層の

推進を図るため、読書活動に対する保護者の理解を促進するとともに、地域

との連携を図り、多様なボランティアによる読書活動を推進します。 

○ 子どもの読書活動をさらに活発化させるため、引き続き、「第二次笠間市子

ども読書活動推進計画」に基づいて、関係機関等と連携しながらさまざまな

取組を推進します。 

○ 子どもたちが、自ら学び、自ら考え、判断する力や他人を思いやる心など、

読書習慣の確立を基に「生きる力」の育成を目指します。 

 

 

 

① 関係機関等と連携した子どもの読書活動の推進 

子どもの読書活動の推進に大きな役割を果たしている多様なボランティア活用を円

滑に進め、子どもたちが主体的に考える力、豊かな感性や表現力、思いやりの心など

を身に付けるため、関係機関等と連携し子どもの読書活動を推進します。 

《具体的な事業》 

・地域子育て支援センターでのおはなし会や保健センターと連携したブックスター 

ト事業及びそのフォローアップとしての赤ちゃん向けおはなし会の実施 

・地域ボランティア団体等による図書館や市内施設でのおはなし会の実施  

・子ども読書フェスティバルの実施 

・図書館活動を推進する人材の育成、ボランティアの育成及び資質の向上 

 

 

 

指標の内容 
基準値 

（平成２７年度実績） 

目標値 

（平成３３年度） 

おはなし会・読書フェステ

ィバル参加者数 
    ２，１４５人    ２，３００人 

年間５０冊以上の本を読ん

だ児童の割合 

（小４～６） 

      ６６．８％      ７５．２％ 

主 な 取 組 

今後の方向性 

数 値 目 標 
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（５）図書館の多機能的な役割の構築 

■ 現況と課題 ■ 

○ 図書館の施設・設備（多目的室や視聴覚室、展示スペース等）を活用し、

図書館を情報発信拠点としてだけではなく、地域活動・交流拠点として利用

する流れが全国的に広まっています。 

○ 利用者が安全・安心に利用でき、さらに利便性が向上するような図書館を

維持するため、保守管理や必要に応じた修繕等を実施する必要があります。 

○ 「笠間市教育振興計画策定のためのアンケート調査」では、図書館の役割や

施設・設備に対する要望が寄せられており、より市民が利用しやすく、多機能

的な役割を持つ図書館であることが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 図書館の交流拠点としての役割の構築   

資料・情報及びホール・視聴覚室やギャラリー等の空間の提供による、さまざまな

団体への支援や、適切な施設管理等により、図書館の多世代交流拠点としての役割の

構築を図ります。 

《具体的な事業》 

・生涯学習の活動、各種イベント情報などの情報発信 

・地域活動や交流拠点としての利用及び地域密着型イベントの実施 

・各団体による図書館ギャラリー企画展示活動や普及活動への支援 

・安全性を確保し、適切な施設管理の実施 

○ 図書館を従来の情報発信拠点としてだけではなく、あらゆる世代の市民が

利用しやすい、地域活動や交流の拠点として活用してもらうための取組を推

進します。 

○ 先進的な取組などの調査・研究等を行い、施設の特徴を充分に生かしなが

ら、多様化する市民のニーズに応える図書館利活用の促進を図ります。 

○ 発達段階に応じた情報コーナーなどの整備による情報提供に努めます。 

○ 利用者の安全確保及び快適な読書環境と図書館サービスを提供するため、

施設・設備の保守管理・修繕等を適切に行い、利用者や市民にとってさらに

利用しやすい図書館になるよう努めます。 

 

主 な 取 組 

今後の方向性 
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指標の内容 
基準値 

（平成２７年度実績） 

目標値 

（平成３３年度） 

図書館入館者数 ６２４，３８１人 ６２５，０００人 

ギャラリー利用団体数 ３７団体 ３７団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

数 値 目 標 
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数値目標一覧   

【施策の方針１ 就学前教育の推進】   

指標の内容 
基準値 

（平成２７年度実績） 
目標値 

（平成３３年度） 

幼児教育接続等推進のための研修会参加人数 
７６人 

（平成２８年度目標値） 
１４０人 

絵本読み聞かせ回数 １２回 １２回 

「就学支援シート」の作成率 ５０．０％ １００．０％ 

高齢者との交流会回数 １２回 １２回 

避難訓練回数 ４８回 ４８回 
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数値目標の設定理由 算出方法等 データの出所 

幼児期から小学校教育への円滑な接

続を図る目的で実施する情報交換会

や研修会の参加者数を把握する。 

幼児期の教育と小学校教育の連携及び接続を推進

する情報交換会や研修会に参加する保育担当者及

び教職員の合計 

市教育委員会 

調べ 

認定こども園、保育所（園）の先生

による毎日の読み聞かせのほか、外

部講師による読み聞かせを定期的に

実施することにより豊かな心を育む

活動の充実を図る。 

各認定こども園、保育所（園）で実施した件数の

合計 

市教育委員会 

調べ 

障がいのある幼児に対する早期の相

談支援や療育などの体制整備を図る

ため、「就学支援シート」の作成状

況を把握する。 

教育的支援が必要な新就学児に対して、各幼児教

育施設において作成する割合 

市教育委員会 

調べ 

認定こども園、保育所（園）の幼児

と高齢者が交流する会を定期的に実

施することで、より豊かな心を育む

活動の充実を図る。 

各認定こども園、保育所（園）で実施した件数の

合計 

市教育委員会 

調べ 

認定こども園、保育所（園）の幼児

画避難訓練を定期的に実施すること

で、幼児の安全と施設の安全性を確

認するため。 

各認定こども園、保育所（園）で実施した件数の

合計 

市教育委員会 

調べ 
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数値目標一覧  
 

【施策の方針２ 学校教育の充実】   

指標の内容 
基準値 

（平成２７年度実績） 
目標値 

（平成３３年度） 

不登校（３０日以上）児童の割合（小学生）  ０．４％    ０％ 

不登校（３０日以上）生徒の割合（中学生）  ４．０％    ０％ 

「学校に行くのは楽しいと思いますか」に肯定的に 

答えた児童の割合（小６） 
８９．９％ ９５．０％ 

「学校に行くのは楽しいと思いますか」に肯定的に 

答えた生徒の割合（中３） 
７９．８％ ８５．０％ 

全国学力・学習状況調査 総合平均正答率 

（小学校における全国との比較） 
＋１．３ポイント ＋２．０ポイント 

全国学力・学習状況調査 総合平均正答率 

（中学校における全国との比較） 
－１．０ポイント ＋１．０ポイント 
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数値目標の設定理由 算出方法等 データの出所 

教育相談体制の充実を進め、不登校

の早期発見・早期対応に向けた取組

状況を把握する。 

不登校（３０日以上） 

児童／全児童数×１００ 
市教育委員会 

調べ 
不登校（３０日以上） 

生徒／全生徒数×１００ 

全国学力・学習状況調査における児

童生徒への質問事項のうち、学校の

魅力向上を図るため、その状況を把

握する。 

全国学力・学習状況調査児童質問紙の設問（２６）

「学校に行くのは楽しいと思いますか」において、

「そう思う」「どちらかといえば、そう思う」の

合計の割合。 「全国学力・ 

学習状況調査」 

（文部科学省） 全国学力・学習状況調査生徒質問紙の設問（２４）

「学校に行くのは楽しいと思いますか」において、

「そう思う」「どちらかといえば、そう思う」の

合計の割合。 

児童生徒の基礎的学力の習熟度や学

力習得への達成度を図るため、その

状況を把握する。 

全国学力・学習状況調査において、 

国語Ａ・Ｂ、算数Ａ・Ｂの平均正答率の平均値。 
「全国学力・ 

学習状況調査」 

（文部科学省） 
全国学力・学習状況調査において、 

国語Ａ・Ｂ、数学Ａ・Ｂの平均正答率の平均値。 
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数値目標一覧   

 
  

指標の内容 
基準値 

（平成２７年度実績） 
目標値 

（平成３３年度） 

「国語の勉強は好きですか」に 

肯定的に答えた児童の割合（小６） 
６８．０％ ８０．０％ 

「算数の勉強は好きですか」に 

肯定的に答えた児童の割合（小６） 
７０．６％ ８０．０％ 

「国語の勉強は好きですか」に肯定的に答えた 

生徒の割合（中３） 
６４．３％ ７０．０％ 

「数学の勉強は好きですか」に肯定的に答えた 

生徒の割合（中３） 
６１．４％ ７０．０％ 

英検３級相当以上の英語力を有すると思われる 

生徒の割合（中３） 
４７．３％ ６０．０％ 

全国体力・運動能力調査（小学校に 

おける全国平均との比較Ａ+Ｂの割合） 
５６．９％ ６０．０％ 

全国体力・運動能力調査（中学校に 

おける全国平均との比較Ａ+Ｂの割合） 
５５．７％ ６０．０％ 

朝ごはんの摂取率（小学生） ９４．８％ １００．０％ 

朝ごはんの摂取率（中学生） ９０．６％ １００．０％ 

地産地消強化月間（１１月）における地場産 

農産物の給食への活用状況 
６３．０％ ６４．０％ 

特別な支援を必要とする児童生徒への対応で 

課題と感じる教職員の割合 
６４．１％ ４０．０％ 
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数値目標の設定理由 算出方法等 データの出所 

全国学力・学習状況調査における児童

生徒への質問事項のうち、児童生徒の

国語・算数・数学への興味・関心の状

況を把握する。 

全国学力・学習状況調査において、国語の勉強

が好きであると回答している児童の割合 

「全国学力・ 

学習状況調査」

（文部科学省） 

全国学力・学習状況調査において、算数の勉強

が好きであると回答している児童の割合 

全国学力・学習状況調査において、国語の勉強

が好きであると回答している生徒の割合 

全国学力・学習状況調査において、数学の勉強

が好きであると回答している生徒の割合 

グローバル化の進展により、生徒の英

語力の状況を把握する。 

英検３級以上を取得している生徒及び英検３級

以上を取得してはいないが相当の英語力を有す

ると思われる生徒の割合 

「英語教育 

実施状況調査」

（文部科学省） 

児童生徒が生涯にわたって運動に 

親しむ基礎をつくるとともに、体力の

向上を図るため、その状況を把握する。 

全国体力・運動能力調査における段階別総合評

価：体力や運動能力をＡ～Ｅの５段階で評価（評

価Ａ、Ｂは上位２段階） 

「全国体力・運

動能力調査」（文

部科学省） 

正しい食生活の実施状況を把握する。 

全児童のうち、朝ごはん摂取者数の割合を算出 
市教育委員会 

調べ 

全生徒のうち、朝ごはん摂取者数の割合を算出 
市教育委員会 

調べ 

学校給食における地場産物の活用 

状況を把握する。 

栄養教諭配置調理場における総延べ食材のう

ち、地域産、県内産の割合を算出 

市教育委員会 

調べ 

全ての教職員が児童生徒一人一人の教

育的ニーズに対応した指導・支援を行

うため、特別支援学級担当者の意識調

査による割合を把握する。 

全小中学校に設置している特別支援学級担当者

意識調査による割合 

市教育委員会 

調べ 
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数値目標一覧   

 
  

指標の内容 
基準値 

（平成２７年度実績） 
目標値 

（平成３３年度） 

個別の教育支援計画作成率 ４４．０％ １００．０％ 

国際交流事業参加者数 １,５００人 ２,０００人 

普通教室の教材提示装置の整備率 ０％ １００．０％ 

校内無線ＬＡＮの整備率 ０％ １００．０％ 

教員のＩＣＴ活用指導力の状況の割合（小学校） ６９．２％ １００．０％ 

教員のＩＣＴ活用指導力の状況の割合（中学校） ７３．３％ １００．０％ 

人の役に立つ人間になりたいと思う児童の割合 

（小６） 
９５．７％ １００．０％ 

人の役に立つ人間になりたいと思う生徒の割合 

（中３） 
９４．４％ １００．０％ 

「将来の夢や目標を持っていますか」に肯定的に答え

た児童の割合（小６） 
 ９０．９％ １００．０％ 

「将来の夢や目標を持っていますか」に肯定的に答え

た生徒の割合（中３） 
 ７４．１％  ９０．０％ 

  



 91 

   

   

数値目標の設定理由 算出方法等 データの出所 

特別な教育的支援を要する乳幼児及

び児童生徒への支援の状況を把握す

る。 

特別な教育的支援を必要とする乳幼児及び児童生

徒が在籍する学校（園）において個別の教育支援

計画を作成している学校（園）の割合 

県教育委員会 

調べ 

グローバル化の進展により、 

「国際交流事業」や「国際理解教育」

などの参加状況を把握する。 

市主催の国際交流事業参加者及び保育所・ 

幼稚園等での英語あそび参加者数 

市民活動課 

調べ 

普通教室の教材提示装置の整備状況

を把握する。 
教材提示装置／普通教室数 

市教育委員会 

調べ 

校内無線ＬＡＮの整備状況を把握す

る。 
校内無線ＬＡＮ利用可能教室数 

市教育委員会 

調べ 

ＩＣＴを活用した効果的な指導が行

われるためには、教員のＩＣＴ活用

指導力の向上が必要であるため、全

ての教員におけるＩＣＴを活用した

指導力の状況を把握する。 

教員のＩＣＴ活用指導力の状況（授業中に 

ＩＣＴを活用して指導する能力について 

（４項目）、「割にできる」「ややできる」と 

回答した教員の割合） 

「学校におけ

る教育の情報

化の実態等に

関する調査」

（文部科学省） 

全国学力・学習状況調査における児

童生徒への質問事項のうち、児童生

徒が目標とする人物像について、そ

の状況を把握する。 

全国学力・学習状況調査において、「人の役に立

つ人間になりたいと思う」と回答している児童の

割合 「全国学力・ 

学習状況調査」 

（文部科学省） 全国学力・学習状況調査において、「人の役に立

つ人間になりたいと思う」と回答している生徒の

割合 

全国学力・学習状況調査における児

童生徒への質問事項のうち、将来の

夢や目標について、その状況を把握

する。 

全国学力・学習状況調査において、将来の夢や 

目標をもっていると回答している児童の割合 「全国学力・ 

学習状況調査」 

（文部科学省） 全国学力・学習状況調査において、将来の夢や 

目標をもっていると回答している生徒の割合 
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数値目標一覧   

 
  

指標の内容 
基準値 

（平成２７年度実績） 
目標値 

（平成３３年度） 

コミュニティ・スクール実践校数    ０校   １６校 

小中一貫教育の推進状況 ０％ １００．０％ 

学校の老朽改修整備率 ７２．４％ １００．０％ 

 
  

【施策の方針３ 家庭・地域・学校の連携強化】  

指標の内容 
基準値 

（平成２７年度実績） 
目標値 

（平成３３年度） 

子ども会加入児童率 ８２．０％  ８５．０％ 

「こどもを守る１１０番の家」の看板設置数 ８７９件 １,０００件 

地域の行事への参加率（小６） ７５．４％ ８０．０％ 

地域の行事への参加率（中３） ４５．８％ ５０．０％ 
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数値目標の設定理由 算出方法等 データの出所 

地域とともにある学校づくりを進めるため、学校

と地域の連携体制構築に向けたコミュニティ・ス

クールの実施校を把握する。 

コミュニティ・スクールを実践して

いる学校数 

市教育委員会 

調べ 

全小中学校における小中一貫教育の推進状況を把

握する。 
推進校数／全小中学校数 

市教育委員会 

調べ 

市内小中学校の校舎及び屋内運動場の老朽改修整

備状況を把握する。 
改修済学校数／全小中学校数 

市教育委員会 

調べ 

   
   

数値目標の設定理由 算出方法等 データの出所 

子どもたちへの多様な活動機会の提供や各地域の

コミュニティ活動の活性化につなげていくため加

入状況を把握する。 

子ども会育成連合会に加入している 

児童数／全児童数 

市教育委員会 

調べ 

子どもの登下校時の安全確保のため「こども 

を守る１１０番の家」の看板設置状況を把握 

する。 

全小学校区における看板設置数 
市教育委員会 

調べ 

全国学力・学習状況調査における児童生徒への質

問事項のうち、地域の行事に関心を持って参加し

ている児童の割合について、その状況を把握する。 

全国学力・学習状況調査児童質問紙

の設問（３４）「今住んでいる地域

の行事に参加している」において、

「当てはまる」「どちらかといえば、

当てはまる」の合計の割合 「全国学力・ 

学習状況調査」 

（文部科学省） 
全国学力・学習状況調査における児童生徒への質

問事項のうち、地域の行事に関心を持って参加し

ている生徒の割合について、その状況を把握する。 

全国学力・学習状況調査生徒質問紙

の設問（２７）「今住んでいる地域

の行事に参加している」において、

「当てはまる」「どちらかといえば、

当てはまる」の合計の割合 



 94 

数値目標一覧   

【施策の方針４ 生涯学習・文化活動の推進】 
 

指標の内容 
基準値 

（平成２７年度実績） 
目標値 

（平成３３年度） 

公民館利用者数 １８１,２９４人 １９５,０００人 

地域交流センター利用者数 
１１０,０００人 

（平成３０年度目標値） 
１３５,０００人 

家庭教育学級参加率（小学校）    ７．５％    １０．０％ 

家庭教育学級参加率（中学校）    ７．０％    １０．０％ 

   

指標の内容 
基準値 

（平成２７年度実績） 
目標値 

（平成３３年度） 

「青少年の健全育成に協力する店」加入率  ７６．０％  ８０．０％ 

青少年相談員の各種事業への参加人数 

（延べ人数） 
  ２００人   ２５０人 

青少年劇場小公演鑑賞者数 ２，４１８人 ２，５００人 

茨城国際音楽アカデミーinかさま 来場者数 ２，６０１人 ３，０００人 
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数値目標の設定理由 算出方法等 データの出所 

各種講座の開設や学習機会、学習情報の提供に

より公民館の利用状況を把握する。 
市３館の合計年間入館者数 

市教育委員会 

調べ 

地域コミュニティ活動の拠点として、地域交流

センターの利用状況を把握する。 
地域交流センターの年間利用者数 

市民活動課（社

総交整備計画） 

講座等に参加しやすくなるための工夫や周知

による参加状況を把握する。 

参加人数／（１年生児童数×開催回数） 

市教育委員会 

調べ 

参加人数／（１年生生徒数×開催回数） 

 
  

数値目標の設定理由 算出方法等 データの出所 

青少年の非行防止、犯罪被害の未然防止活動に

取り組むため、地域のコンビニエンスストアや

書店等の「青少年の健全育成に協力する店」の

加入状況を把握する。 

青少年の健全育成に協力する店の数 

／コンビニ・カラオケ等青少年に特に

関係の深い店の数 

市教育委員会 

調べ 

青少年相談員の活動状況を把握する 
研修会・店舗訪問・巡回指導等へ参加

した青少年相談員の延べ人数 

市教育委員会 

調べ 

小中学校への芸術家・アーティストの派遣・公

演を通じ、児童生徒が芸術に触れることのでき

る機会の提供状況を把握する。 

青少年劇場小公演鑑賞児童生徒数 
市教育委員会 

調べ 

アカデミー期間中のさまざまなイベントへの

参加状況を把握する 

コンサート・公開レッスン・音楽講座

等来場者数 

市教育委員会 

調べ 
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数値目標一覧   

   

指標の内容 
基準値 

（平成２７年度実績） 
目標値 

（平成３３年度） 

全国こども陶芸展作品応募数 １,３１９点 １,７００点 

歴史民俗資料館の入場者数 １,４６１人 １,６００人 

歴史、産物等地域資源に係る講座等の 

参加者数 
  ２２５人   ３５０人 

「文化財公開」来場者数 
２，３８０人 

（平成２８年度実績） 
３，０００人 

   
【施策の方針５ スポーツの振興】 

  

指標の内容 
基準値 

（平成２７年度実績） 
目標値 

（平成３３年度） 

スポーツ大会・教室参加者数 ９,０２５人 １０,０００人 

１年間に運動やスポーツに関わった人の割合 新規  ５０．０％ 

学校体育施設開放事業 利用団体数  １５８団体  １８０団体 

スポーツ施設利用者数 ２６７，９８０人 ２８０，０００人 
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数値目標の設定理由 算出方法等 データの出所 

児童が地域資源に触れる機会の状況を把握する。 全国こども陶芸展作品応募数 
市教育委員会 

調べ 

教育や観光との分野横断的な連携を図るため、歴史民

俗資料館が利用されている状況を把握する。 
歴史民俗資料館の入場者数 

市教育委員会 

調べ 

各種講座など、各世代、各分野を通してふるさとを知

り、学ぶことができる機会の提供による参加状況を把

握する。 

公民館講座及び歴史フォーラム等

の参加者数 

市教育委員会 

調べ 

文化財への関心の高さを知るため、文化財公開事業へ

の来場者数を把握する。 
文化財公開事業への来場者数 

市教育委員会 

調べ 

 
  

 
  

数値目標の設定理由 算出方法等 データの出所 

スポーツ活動の機会の充実を図るため、大会や教室へ

の参加状況を把握する。 

ハーフマラソン大会、中学校駅伝大

会、矢板高原マラソン、市民運動会、

スケート教室、ウォークラリー等の

参加者数から算出 

市教育委員会 

調べ 

スポーツを「する。みる。支える」に関わっている人

の状況を把握する。 

各種大会、教室参加者、大会協力員

参加者数の延べ人数／市内人口 

市教育委員会 

調べ 

市民にとって身近なスポーツの実践の場であり、地域

の交流の場でもある学校体育施設の活用状況を把握

する。 

各種サークルやスポーツ少年団、競

技団体の登録数 

市教育委員会 

調べ 

市内スポーツ施設の利用状況を把握するため。 
市内スポーツ施設２１カ所の年間

利用者数合計 

市教育委員会 

調べ 
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数値目標一覧   

   

指標の内容 
基準値 

（平成２７年度実績） 
目標値 

（平成３３年度） 

スポーツ少年団指導者の有資格率  ６６．３％  ７５．０％ 

スポーツ少年団加入率  １５．０％  ２０．０％ 

   
【施策の方針６ 図書館活動の推進】 

 

指標の内容 
基準値 

（平成２７年度実績） 
目標値 

（平成３３年度） 

図書館利用新規登録者数 ２，３３５人 ２，２１０人 

図書館蔵書点数   ５７０，４５６点  ６５３，０００点 

図書館資料案内件数（レファレンス件数） ６,４６２件 ６,５００件 

公式ツイッターフォロワー数 １，２８５人 ３，８００人 

団体貸出点数 １０,１３２点 １１,０００点 

学校等への貸出点数  ４,７８４点  ４,８００点 
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数値目標の設定理由 算出方法等 データの出所 

スポーツ少年団活動における指導者の育成を目指

し、スポーツ少年団における指導者の資格保有率の

状況を把握する。 

市内スポーツ少年団指導者数の

内認定指導者の割合 

市教育委員会 

調べ 

スポーツに取組む児童の増加を目指し、スポーツ少

年団の加入状況を把握する。 
市内児童数／市内登録団員数 

茨城県スポーツ 

少年団 

 
  

 
  

数値目標の設定理由 算出方法等 データの出所 

図書貸出のサービスカード等の登録者数を把握す

る。 
市３館の合計登録者数 

市教育委員会 

調べ 

収集・整理・保存による図書館資料の整備状況を把

握する。 
市３館の合計蔵書点数 

市教育委員会 

調べ 

図書館利用の利便性向上、資料提供などにより、利

用の定着状況を把握する。利用者への適切な資料案

内・調査（レファレンスサービス）の提供状況を把

握する。 

市３館の合計年間図書館資料 

案内件数 

市教育委員会 

調べ 

ＳＮＳを活用した情報発信の活用状況を把握する。 
市３館でそれぞれ運営している

公式ツイッターのフォロワー数 

市教育委員会 

調べ 

団体貸出による読書活動の支援状況を把握する。 市３館の団体への合計貸出点数 
市教育委員会 

調べ 

学校図書館に対する調べ学習支援、図書館資料の提

供状況を把握する。 

市３館の学校等への 

合計貸出点数 

市教育委員会 

調べ 
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数値目標一覧   

   

指標の内容 
基準値 

（平成２７年度実績） 
目標値 

（平成３３年度） 

おはなし会・読書フェスティバル 

参加者数 
 ２,１４５人  ２,３００人 

年間５０冊以上の本を読んだ児童の割合 

（小４～６） 
  ６６．８％   ７５．２％ 

図書館入館者数 ６２４,３８１人 ６２５,０００人 

ギャラリー利用団体数 ３７団体 ３７団体 
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数値目標の設定理由 算出方法等 データの出所 

関係機関等と連携した、読書活動の推進状況を把握

する。 

市３館のおはなし会・ 

読書フェスティバル合計参加者数 

市教育委員会 

調べ 

豊かな心を育む児童の読書週間の定着状況を把握

する。 

年間５０冊以上の本を読んだ小４

～６の児童数／小４～６の児童総

数×１００ 

市教育委員会 

調べ 

市民や利用者のニーズに合わせた図書館資料の整

備により、図書館の利用状況を把握する。 
市３館の合計入館者数 

市教育委員会 

調べ 

図書館内ギャラリーにおいて企画展示を行う利用

団体数を把握する。 

笠間・友部図書館のギャラリー利用

団体数の合計 

市教育委員会 

調べ 
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・進捗状況の点検及び 

評価、分析 

        ・事務事業の点検、評価 

・施策の事務、事業実施 

・事業の推進 

・教育振興基本計画の 

策定、見直し、改定 

・実施計画の作成 

・施策の見直し 

・事業化、予算化 

・課題等の改善 

第５章 計画の推進 

計画の推進にあたって 

「笠間市教育振興基本計画」の推進にあたっては、各施策の方針ごとに定めた数値目標に

より、ＰＤＣＡサイクルを活用した取組の進行管理を行います。 

各施策を通じて、所管課が評価シートを作成し、行政内部による事務事業評価を行い、こ

の評価内容について、市民や学識経験者で構成された「笠間市教育委員会外部評価委員会」

から評価内容の検証と改善に対する助言等をいただき、事務事業の改善につなげ、より効率

的で効果的な教育の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Do 

Check Action 
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資料編 

１ 笠間市教育振興基本計画策定委員会設置要綱 

平成 28 年 3 月 23 日 

教育委員会告示第 7 号 

(設置) 

第 1 条 教育基本法(平成 18 年法律第 120 号)第 17 条第 2 項の規定に基づき、本市の教育振興に関

する施策の総合的・計画的な推進を図るための基本となる笠間市教育振興基本計画(以下「教育振興基

本計画」という。)を策定するため、笠間市教育振興基本計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)

を設置する。 

(所掌事務) 

第 2 条 策定委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 教育振興基本計画の策定に関すること。 

(2) その他教育振興基本計画の策定に必要な事項に関すること。 

(組織) 

第 3 条 策定委員会は、委員 20 人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから、笠間市教育

委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。 

(1) 学識経験者 

(2) 保護者代表者 

(3) 学校教育関係者 

(4) 社会教育関係者 

(5) 市職員 

(6) その他教育委員会が必要と認める者 

(任期) 

第 4 条 委員の任期は、教育振興基本計画の策定が終了するまでとする。 

2 必要に応じて委員を補充するものとする。この場合において、補充された委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

(委員長及び副委員長) 

第 5 条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。 

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。 

3 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。 

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

(会議) 

第 6 条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。 

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 
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4 議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。 

(専門部会) 

第 7 条 第 2 条に規定する所掌事務を円滑に遂行するため、策定委員会に専門部会を置くことができ

る。 

2 専門部会は、次の各号に掲げる職員のうちから、当該職員の所属長の推薦に基づき、教育長が任命

する。 

(1) 次に掲げる課又は施設に所属する者 

ア 学務課 

イ 生涯学習課 

ウ スポーツ振興課 

エ 公民館 

オ 図書館 

(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める者 

3 専門部会は、施策の実現に向けた資料収集及び専門的な調査研究を行い、教育振興基本計画の原案

作成に必要な基礎資料を作成し、策定委員会に報告するものとする。 

(庶務) 

第 8 条 策定委員会及び専門部会の庶務は、教育委員会学務課において処理する。 

(その他) 

第 9 条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が策定委員会に

諮って定める。 

附 則 

この告示は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 
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２  笠間市教育振興基本計画策定委員会委員名簿 

 

 

  *策定委員会委員名簿を掲載予定 
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３ 策定経過 

 

 

  *策定経過を掲載予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


